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第1章 都市計画決定権者の名称 

都市計画決定権者の名称 

江南市 

 

（参考） 

事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地 

 名 称 ： 尾張北部環境組合 

 代表者 ： 管理者  澤田 和延 

 所在地 ： 江南市赤童子町大堀 90 番地 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（備考） 

本事業は、「都市計画法」（昭和 43 年 法律第 100 号）の手続を伴う事業であることから、都市計

画決定権者である江南市が、「愛知県環境影響評価条例」（平成 10 年 愛知県条例第 47 号）第 31

条の規定に基づき、環境影響評価手続を行うものである。 
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第2章 都市計画対象事業の目的及び内容 

2.1 都市計画対象事業の目的 

2.1.1 事業の目的 

国は、ごみ処理に伴うダイオキシン類の排出削減等を図るため、平成９年５月に各都道府県に

対して、ダイオキシン類削減対策、焼却残渣の高度処理対策、マテリアルリサイクルの推進、サ

ーマルリサイクルの推進、最終処分場の確保対策、公共事業のコスト縮減を踏まえた、ごみ処理

の広域化を推進するよう通知を行った。  

これを受けて、愛知県は、平成 10 年 10 月に平成 19 年度までの 10 年間を計画期間とする「愛

知県ごみ焼却処理広域化計画」を策定した。その後、市町村合併の進展やごみ処理技術の進歩を

受けて、広域化ブロックの区割りの見直しを実施し、平成 21 年３月に「第２次愛知県ごみ焼却処

理広域化計画」（以下「広域化計画」という。）を策定した。 

「広域化計画」では、県内を 13 のブロックに分け、焼却能力 300ｔ/日以上の全連続炉への集

約化を目指しており、犬山市、江南市、大口町及び扶桑町（以下「２市２町」という。）において

は、犬山市都市美化センターと江南丹羽環境管理組合環境美化センターを平成 30 年度以降に統合

することとされた。 

２市２町で構成する尾張北部地域ごみ焼却処理広域化第１小ブロック会議（以下「第１小ブロ

ック会議」という。）は、この「広域化計画」を踏まえ、平成 21 年６月に、新ごみ処理施設の建

設を目的として「尾張北部地域第１小ブロックごみ処理広域化実施計画」（以下「広域化実施計画」

という。）を策定し、その後、平成 28 年７月には、２市２町の人口やごみ減量状況等の変化、大

規模災害時の廃棄物処理体制の確立などの社会情勢の変化に対応するため、広域化実施計画の改

訂（以下「広域化実施計画（改訂版）」という。）を行い、令和７年度（平成 37 年度）の新ごみ処

理施設稼働を目標とした。 

このような状況を踏まえ、２市２町は、構成団体の意向を反映しながら、ごみ処理を共同で独

立した事業として実施することにより、効率的かつ確実にごみ処理事業を推進し、循環型社会の

形成に取り組んでいくため、平成 29 年４月に一部事務組合「尾張北部環境組合」（以下「組合」

という。）を設置した。 

本事業は、２市２町の新ごみ処理施設の建設を目的とするものである。 
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2.1.2 ごみ処理施設の現状 

２市２町では、犬山市都市美化センターと江南丹羽環境管理組合環境美化センターにおいて、

一般廃棄物の処理を行っている。しかし、両施設とも供用開始より 30 年以上経過しており、施設

の老朽化への対応が課題となっている。これらの既存施設の概要は、表 2.1.1 に、位置は図 2.1.1

に示すとおりである。 

 

表2.1.1 既存施設の概要 

施設名 犬山市都市美化センター 
江南丹羽環境管理組合 

環境美化センター 

設置主体 犬山市 
江南丹羽環境管理組合 

（江南市、大口町、扶桑町） 

所在地 
犬山市大字塔野地字田口洞 

39 番地 128 
大口町河北一丁目 131 番地 

処理対象区域 犬山市 江南市、大口町、扶桑町 

焼
却
処
理
施
設 

処理能力 135ｔ/日（67.5ｔ/日×２炉） 150ｔ/日（75ｔ/日×２炉） 

処理方式 
ストーカ式焼却炉 

（全連続式焼却施設） 

流動床式焼却炉 

（全連続式焼却施設） 

供用開始 
昭和 58 年４月 

（平成 20 年度 大規模補修工事実施） 

昭和 57 年 11 月 

（平成 23 年度 基幹整備補修工事実施） 

粗
大
ご
み 

処
理
施
設 

処理能力 30ｔ/５ｈ 30ｔ/５ｈ 

処理方式 破砕・選別 破砕・選別 

供用開始 昭和 59 年 12 月 昭和 57 年 11 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.1.1 既存施設の位置 

都市計画対象事業実施区域 
犬山市 
都市美化センター 

江南丹羽環境管理組合 
環境美化センター 

丹羽郡 

丹羽郡 



- 4 - 

2.1.3 建設地の決定経緯 

国や県のごみ処理広域化の方針を受けて、これまで尾張北部地域の関係市町では広域のごみ焼

却施設の候補地の検討を行ってきた。尾張北部ブロックを構成する４市２町（犬山市、江南市、

小牧市、岩倉市、大口町及び扶桑町）では、平成 13 年８月に犬山市塔野地地区を候補地として選

定し、平成 15 年２月には犬山市善師野地区を再選定したが、どちらも地元調整が難航したため断

念している。 

その後、尾張北部ブロックは平成 17 年 11 月に、当面、第１小ブロック（２市２町）と第２小

ブロック（小牧市及び岩倉市）の２つの小ブロックに分け、それぞれ施設を建設することとし、

平成 22 年５月には、２市２町で構成する第１小ブロック会議で犬山市池野地区を候補地として選

定したが、地元調整が難航し、凍結状態となった。 

そのような中、既存の両施設も稼働後 30 年以上経過し、老朽化への対応も必要で先送りできな

い状況もあったことから、建設地については、平成 24 年 10 月の第１小ブロック会議において、

江南市が最も多くのごみを排出すること、広域の処理施設が一つもないことから受入を表明し、

その後、江南市において候補地の選定がなされている。 

江南市による候補地の選定にあたっては、市内の３ヘクタール以上の一団となったエリアとし

て抽出された５つの候補地について、一定の評価基準に基づき、評価がなされている。 

江南市による候補地の評価基準を表 2.1.2 に、評価結果を表 2.1.3 に、候補地の位置を図 2.1.2

に示す。 
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表2.1.2 江南市による評価基準 

評 価 項 目 
評 価 基 準 

〇 △ × 

基本 

要素 

敷地面積の

確保 

４㏊以上の整形地が

確保できる 

３㏊以上４㏊未満の

整形地が確保できる 

３㏊未満の整形地が

確保できる 

アクセスの

しやすさ 

主要道路（国道、県道、

都市計画道路）に接続

している 

主要道路（国道、県道、

都市計画道路）に近接

している 

主要道路（国道、県道、

都市計画道路）に接

続・近接していない 

重要 

要素 

用地確保の

しやすさ 

地権者が少なく土地

取得が容易である 

地権者はまあまあ多

いが、土地取得はなん

とか可能である 

地権者が非常に多く

土地取得が困難であ

る 

近くの住居

の少なさ 

周囲 500ｍ以内の住宅

等が 200戸未満である 

周囲 500ｍ以内の住宅

等が 200 戸以上 500 戸

未満である 

周囲 500ｍ以内の住宅

等が 500戸以上である 

運搬経費の

安さ 

構成市町からの運搬

経費が一番安い 

構成市町からの運搬

経費は中間的なもの

である 

構成市町からの運搬

経費が他に比べて極

めて高い 

参考 

要素 

学校、病院、

保育所、老

人福祉施設

等の有無 

周囲 500ｍ以内に学

校、病院、保育所、老

人福祉施設等がない 

－ 

周囲 500ｍ以内に学

校、病院、保育所、老

人福祉施設等がある 

搬入道路に

おける集落

等の通過 

集落等を通過せず施

設に搬入が可能 

施設に搬入するため

に一部集落・住宅団地

を通過する 

施設に搬入するため

に相当規模の集落・住

宅団地を通過する 

行政計画と

のつりあい 

土地利用構想、土地利

用計画上支障がない 

土地利用構想、土地利

用計画とは異なるが、

大きな支障でない 

土地利用構想、土地利

用計画上著しい支障

がある 

土地造成の

しやすさ 

地形等による構造上

の支障がなく、土地造

成が容易である 

地形上の問題により

造成上の開発投資が

必要である 

急峻な地形等により

土地造成が困難であ

る 

土地利用の

現況 

現在のところ土地は

ほとんど利用されて

いない 

－ 

現在のところ土地の

多くが他の目的（田、

畑等）に利用されてい

る 
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図2.1.2 候補地の位置 

 

表2.1.3 江南市による評価結果 

評 価 項 目 

中般若町

北浦 

宮田町 

河沼 

五明町 

福森 

曽本町 

二子前 

小折町 

八反畑 

評価 得点 評価 得点 評価 得点 評価 得点 評価 得点 

基本 

要素 

〇: 5 点 

△: 3 点 

×: 1 点 

敷地面積の確保 〇 5 〇 5 〇 5 〇 5 〇 5 

アクセスのしやすさ 〇 5 △ 3 〇 5 △ 3 △ 3 

重要 

要素 

〇:10 点 

△: 6 点 

×: 2 点 

用地確保のしやす

さ 
△ 6 △ 6 △ 6 △ 6 △ 6 

近くの住居の少な

さ 
〇 10 × 2 × 2 × 2 △ 6 

運搬経費の安さ 〇 10 △ 6 △ 6 △ 6 △ 6 

参考 

要素 

〇: 3 点 

△: 2 点 

×: 1 点 

学校、病院、保育

所、老人福祉施設

等の有無 

× 1 〇 3 〇 3 × 1 × 1 

搬入道路における

集落等の通過 
〇 3 〇 3 〇 3 〇 3 〇 3 

行政計画とのつり

あい 
〇 3 〇 3 〇 3 〇 3 △ 2 

土地造成のしやす

さ 
△ 2 〇 3 〇 3 〇 3 〇 3 

土地利用の現況 〇 3 〇 3 × 1 × 1 × 1 

合 計 得 点 48 37 37 33 36 

 

江南市は平成 24 年 12 月の第１小ブロック会

議において、評価結果の最も高かった中般若町

北浦を候補地として提示し、地元（江南市中般

若区、草井区、般若区、扶桑町山那区、小淵区、

南山名区）の同意を得ることを目的として地元

説明会や施設見学会等を実施し、江南市の３地

区から同意を得た。 

そして、平成 28 年３月の第１小ブロック会議

において、こうした江南市の取組や地元が実施

したアンケート結果等を総合的に勘案し、概ね

地元の合意形成は得られたものと判断し、中般

若町北浦地内を正式な建設地として決定した。 

 

なお、候補地の選定は地元の理解が非常に重要なものであり、選定段階において複数の候補地

を公表することは、それぞれの地元に多大な影響を及ぼすことが懸念されたため、候補地の選定

後に計画段階環境配慮書の手続きを実施した。 

 

 

 

① 中般若町北浦 

② 宮田町河沼 

③ 五明町福森 

④ 曽本町二子前 

⑤ 小折町八反畑 
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2.2 都市計画対象事業の内容 

2.2.1 都市計画対象事業の種類 

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」（昭和 45年 法律第 137 号）第８条第１項に規定する

ごみ処理施設（ごみ焼却施設）の設置事業 

 

2.2.2 都市計画対象事業の規模 

ごみ焼却施設 処理能力：196ｔ/日 

 

2.2.3 都市計画対象事業実施区域の位置 

位置：江南市中般若町北浦地内（図 2.2.1 参照） 

面積：約 3.0ha 
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図 2.2.1 都市計画対象事業実施区域の位置 
図2.2.1 都市計画対象事業実施区域の位置 

都市計画対象 

事業実施区域 

Ｎ 

1：15,000 

0 150m 300m 600m 

凡  例 

都市計画対象事業実施区域 

県境 

市町境 

この地図は、各務原市発行「1：15,000 各務原市全図」を使用したものである。 
 



 

- 9 -  

2.2.4 都市計画対象事業の諸元 

2.2.4.1 ごみ処理施設の諸元 

本事業において都市計画対象事業実施区域（以下「事業実施区域」という。）に設置するごみ処

理施設（以下「計画施設」という。）の諸元は表 2.2.1 に、計画ごみ質は表 2.2.2 に示すとおりで

ある。 

本事業では、ごみ焼却施設のほかに粗大ごみ処理施設を設置する計画である。 

なお、本事業は、PFI 導入可能性調査や令和２年３月に組合が策定した「ごみ処理施設整備基本

設計報告書」（以下「基本設計」という。）での検討結果を踏まえ、可燃ごみ処理施設については

DB+O 方式（長期包括運営業務委託方式）※１、粗大ごみ処理施設では DBM 方式※２とした。 

 

表2.2.1 計画施設の諸元 

処理施設 項 目 計画諸元 

可燃ごみ処理施設 

処理能力 196ｔ/日（98ｔ/日×２炉） 

処理方式 

未定（以下の処理方式から決定） 

・ストーカ式焼却炉＋灰の外部資源化 

・ガス化溶融炉・シャフト式 

・ガス化溶融炉・流動床式 

処理対象ごみ 
可燃ごみ、破砕選別可燃残渣、 

し渣及び脱水汚泥、災害廃棄物 

公害防止設備 適切な公害防止設備を備えた施設を整備する 

煙突高さ 未定（航空法による高さ制限を受ける。）注） 

運転計画 24 時間連続運転 

エネルギー 

回収率 
19％以上 

粗大ごみ処理施設 

処理能力 14ｔ/日（５ｈ） 

処理方式 破砕・選別 

運転計画 ５時間運転 

稼働目標年度 令和７年度（平成 37 年度） 

注）航空法による高さ制限は以下のとおりであり、造成高さにより煙突の高さが異なるため、現段階で

は未定である。 

航空法に係る制限高さ＝45ｍ（水平表面の制限高さ）＋39.6ｍ（飛行場標点の標高） 

            ＝84.6ｍ 

設置可能な煙突高さ＝84.6ｍ（航空法に係る制限高さ）－（事業実施区域の標高） 

 

 

 

 

※１ DB＋O 方式（長期包括運営業務委託方式）は公設民営方式の一種で、組合が主体となり、公共資金を用いて、

施設の設計・建設を行い、施設の所有権は組合が保持し、その下で運営・維持管理を民間の事業者（特別目的

会社（SPC：Special purpose company）または維持管理を行う既存の民間の事業者）に別途発注し、長期間包

括的に責任委託する方式である。本事業においては、施設の設計・建設及び運営・維持管理を一括発注・契約

することとしている。（契約者について、以下「民間事業者」という。） 

※２ DBM 方式は公設民営方式の一種で、組合所有の下で新たに施設を整備し、運転は組合が行い、定期整備修繕等

の維持管理を長期包括責任委託による一括発注・契約する方式である。 



 

- 10 - 

表2.2.2 計画ごみ質 

項目 単位 低質ごみ 基準ごみ 高質ごみ 

水 分 

％ 

56.6 43.3 30.3 

可 燃 分 37.9 50.0 61.9 

灰 分 5.5 6.7 7.8 

単位体積重量 kg/ｍ3 201.4 178.6 155.8 

低 位 発 熱 量 kJ/kg 6,000 9,770 13,500 

出典：「ごみ処理施設整備基本設計報告書」（令和２年３月 尾張北部環境組合） 

 

  

2.2.4.2 処理能力の算定 

(1) 可燃ごみ処理施設 

可燃ごみ処理施設の処理能力は、196ｔ/日（24ｈ）を計画している。 

処理能力については、平成 29 年２月に策定した「新ごみ処理施設整備計画」（以下「整備計

画」という。）及び令和元年度に見直しを行った２市２町のごみ処理基本計画を踏まえ、「基本

設計」において以下のとおり算出されている。 

 

① 計画処理量 

計画処理量は、「整備計画」及び「基本設計」において、計画施設の稼働目標年度（令和７

年度）の可燃ごみ及び粗大ごみ破砕選別可燃残渣（処理後可燃物）の可燃ごみ焼却処理量に、

し尿処理施設（愛北クリーンセンター）のし渣及び脱水汚泥並びに災害廃棄物の処理量の推計

値を加えて設定している。その算定方法は以下に示すとおりである。 

 

＜可燃ごみ焼却処理量＞ 

計画施設で処理を行う可燃ごみ処理量の推計値は、「基本設計」において、各市町の人口推

計及びごみ処理基本計画における推計値をもとに、表 2.2.3 及び図 2.2.2 に示すとおり算出さ

れている。 

可燃ごみ処理量は、計画施設の稼働目標年度である令和７年度に、47,147ｔ/年で最大にな

ると推計される。また、令和７年度の可燃残渣は 2,230ｔ/年になり、可燃ごみ焼却処理量の合

計は 49,377ｔ/年になると推計される。 
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表2.2.3 人口推計及び可燃ごみ処理量（推計値） 

年度 人口（人） 可燃ごみ（ｔ/年） 

R1 233,497 49,106 

R2 233,336 48,636 

R3 232,735 48,157 

R4 232,104 47,878 

R5 231,470 47,685 

R6 230,838 47,345 

R7 230,106 47,147 

R8 229,374 46,975 

R9 228,616 46,887 

R10 227,758 46,613 

R11 227,001 46,417 

R12 226,144 46,232 

R13 225,366 46,163 
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図2.2.2 人口推計及び可燃ごみ処理量（推計値） 

 

＜し渣及び脱水汚泥処理量＞ 

し尿処理施設（愛北クリーンセンター）からのし渣及び脱水汚泥の処理量については、し尿

処理施設を管理する愛北広域事務組合によると、計画施設の稼働開始後で推計人口が最大とな

る令和７年度では、2,249ｔ/年になると推計している。 

 

＜災害廃棄物の処理量＞ 

災害廃棄物量（選別後の可燃物）については、「愛知県災害廃棄物処理計画における災害廃

棄物等発生量（推計値）について」（平成 27年７月 愛知県）より、表 2.2.4 に示すとおり推

計されており、２市２町の合計である 2,640ｔを処理対象とする。なお、この推計値は、南海

トラフ地震を想定して推計されたものである。 

この処理対象の災害廃棄物（2,640ｔ）を３年間で処理することとし、災害廃棄物の処理量

は 880ｔ/年になると推計される。 

 

稼働開始目標年度 

稼働目標年度 
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表2.2.4 災害廃棄物量（推計値） 

単位：ｔ 

市町 
選別前 選別後 

災害廃棄物 津波堆積物 可燃物 

犬山市 6,494 0 653 

江南市 7,760 0 1,016 

大口町 4,136 0 391 

扶桑町 4,484 0 580 

合計 － － 2,640 

 

＜令和７年度における計画処理量＞ 

上記の可燃ごみ、可燃残渣、し渣及び脱水汚泥、災害廃棄物の年間処理量より算出した、令

和７年度における計画処理量は表 2.2.5 に示すとおりであり、１日あたり 143.85ｔとなる。 

 

表2.2.5 令和７年度における計画年間処理量（可燃ごみ処理施設） 

項目 
年間処理量 
（ｔ/年） 

可 燃 ご み 47,147 

可 燃 残 渣 2,230 

し渣及び脱水汚泥 2,249 

災 害 廃 棄 物 880 

合 計 
52,506 

（143.85ｔ/日） 

 

 

② ごみ焼却処理能力 

ごみ焼却処理能力は、１日あたりに処理する能力を示し、「廃棄物処理施設整備費国庫補助

金交付要綱の取扱いについて」（環境省通知 環廃対発第 031215002 号 平成 15年 12 月 15 日）

に基づき、次式で算定する。 

ａ

 

ａ 処理対象ごみ量：143.85ｔ/日 

ｂ 実稼働率：0.767（実稼働日数（365 日－85 日注））÷365 日） 
注）補修整備期間（30 日）＋補修点検期間（15 日×２回）＋全停止期間（７日） 

＋起動に要する日数（３日×３回）＋停止に要する日数（３日×３回） 

ｃ 調整稼働率：0.96 
注）調整稼働率：正常に運転される予定の日でも故障の修理、やむを得ない一時休止等のため

に処理能力が低下することを考慮した係数。 

 

 

これにより、可燃ごみ処理施設の処理能力は、 

 

 

 

 

処理能力＝処理対象ごみ量（ａ）÷実稼働率（ｂ）÷調整稼働率（ｃ） 

処理能力＝（143.85ｔ/日）（ａ）÷（（365日－85日)÷365日）（ｂ）÷0.96（ｃ） 

＝195.36ｔ/日（小数点以下第三位四捨五入） 

≒196ｔ/日（小数点以下繰上げ） 
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(2) 粗大ごみ処理施設 

粗大ごみ処理施設の処理能力は、14ｔ/日（５ｈ）を計画している。 

計画処理量は、２市２町のごみ処理基本計画における令和７年度の年間搬入量の目標値を踏

まえ、「基本設計」において以下のとおり算出されている。 

 

① 計画処理量 

令和７年度における計画処理量は、表 2.2.6 に示すとおりであり、１日あたり 7.6ｔとなる。 

 

 

表2.2.6 令和７年度における計画年間処理量（粗大ごみ処理施設） 

項  目 
年間処理量 

（ｔ/年） 

粗大ごみ 1,658 

不燃ごみ 1,092 

合  計 
2,750 

（7.6ｔ/日） 

 

 

② 処理能力 

粗大ごみ処理施設の処理能力は、次式で算定する。 

 

 

ａ 計画年間日平均処理量：7.6ｔ/日 

ｂ 実稼働率：0.685（実稼働日数（365 日－115 日）÷365 日） 

ｃ 計画月間変動係数：1.26 注） 
注）２市２町の過去５年間における月別搬入量より算出。 

 

これにより、粗大ごみ処理施設の処理能力は、 

 

 

 

 

処理能力＝計画年間日平均処理量（ａ）÷実稼働率（ｂ）×計画月間変動係数（ｃ） 

処理能力＝（7.6ｔ/日）（ａ）÷（（365日－115日)÷365日）（ｂ）×1.26（ｃ） 

＝13.98ｔ/日（小数点以下第三位四捨五入） 

≒14ｔ/日（小数点以下繰上げ） 
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2.2.4.3 処理方式の選定 

(1) 施設整備の基本方針 

ごみ処理施設の整備に関する基本方針は「整備計画」に従い、以下のとおりとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 処理方式選定の経緯 

処理方式の選定については、「広域化実施計画」において７つの処理方式を検討対象とし、そ

のうちの１つは「ストーカ式等（従来型）」としていた。その後、「整備計画」の策定にあたり

平成 22 年７月に第１小ブロック会議が設置した「新ごみ処理施設整備検討委員会」において、

従来型の方式のうち、近年の採用はストーカ式と流動床式の２方式が一般的であることを踏ま

え、従来型はこの２方式を検討対象とし、以下の８つの処理方式に整理し直したうえで比較検

討を行うこととした。 

 

①ストーカ式焼却炉＋灰溶融又は灰の外部処理 

②流動床式焼却炉＋灰溶融又は灰の外部処理 

③ガス化溶融炉・シャフト式 

④ガス化溶融炉・流動床式 

⑤ガス化溶融炉・キルン式 

⑥ガス化溶融炉・ガス化改質式 

⑦炭化炉方式 

⑧バイオガス化方式＋ストーカ式等（従来型）＋灰溶融又は灰の外部処理 

 

①迅速、安全、環境にやさしいごみ処理の実現 
地域住民の不安を和らげるために、安全で安心なごみ処理施設の建設を実現する。  

 
②３Ｒの拠点として、ゼロ・エミッションを目標とした施設の実現 
環境学習機能や情報発信機能の充実により、ごみの減量化並びに再資源化の実現のための啓発促進
に寄与する施設とする。 

 
③地域との調和を考慮し周辺の生活環境に配慮した地域密着(コミュニティ型)の施設の実現 
渋滞対策を含めた周辺の生活環境に対して十分な保全対策を実施し、住民とともに公害を防止、監
視するためのシステムを構築するとともに、環境学習機能や情報発信機能を充実するなどし、住民
に開かれた施設とする。 

 
④ごみ処理時に発生する熱エネルギーを有効に回収し、積極的に再利用できる施設の実現  
単にごみを焼却処理し減容化するにとどまらず、積極的、効率的な余熱利用を行うことにより、サ
ーマルリサイクルを実現する。 

 
⑤ごみ処理後の残渣を可能な限り有効活用する再資源化システムの構築 
ごみ処理後の残渣のリサイクル先の確保について十分な調査、検討を行い、ごみ処理後の残渣を可
能な限り有効活用する再資源化システムを構築する。  

 
⑥公平性を基本とした運用・費用分担の構築  
新ごみ処理施設の建設、運営にあたっては、公平性を基本とした運用と費用負担の方法を構築する。  

  
⑦最終処分量を極力削減する施設の実現  
ごみ処理後の残渣を可能な限り有効活用する再資源化システムの構築とあわせて、最終処分量を極
力削減する施設の実現を目指す。 

  
⑧経済性に優れた施設の実現と運営  
建設費及び維持管理費を含めた、ライフサイクルコストでの経済性に優れた施設を目指す。 
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平成 28 年 10 月の第２回検討委員会において、技術の成熟度、処理の安定性の面から、比較

的採用実績の多い「①ストーカ式焼却炉＋灰溶融又は灰の外部処理」、「②流動床式焼却炉＋灰

溶融又は灰の外部処理」、「③ガス化溶融炉・シャフト式」、「④ガス化溶融炉・流動床式」の４

つの処理方式に絞り込み、平成 29年２月に「整備計画」を策定した。 

さらに、平成 30 年４月に組合が設置した「ごみ処理方式検討委員会」において、プラントメ

ーカーにヒアリング調査（平成 30 年８月依頼、９月提出）を行ったところ、「①ストーカ式焼

却炉+灰溶融」及び「②流動床式焼却炉+灰溶融又は灰の外部処理」については、提案がなかっ

た（プラントメーカーにおいて当該事業における諸条件を勘案した結果、最も適切な処理方式

とされなかった）こと、新設が少ないことから選定の対象から除外することとした。 

また、「①ストーカ式焼却炉＋灰の外部処理」の灰の外部処理については、基本方針において、

「ごみ処理後の残渣を可能な限り有効活用する再資源化システムの構築」、「最終処分量を極力

削減する施設の実現」が基本方針として定められていることに基づき、資源化業者へのアンケ

ート調査により焼却灰等の全量資源化の長期的な受入れが可能であることが確認できたため、

「灰の外部資源化」とすることとした。 

これらの状況及び「ごみ処理方式検討委員会」において、ごみ処理の技術的には特定の処理

方式に優位性はないと評価されたことを踏まえ処理方式は、「①ストーカ式焼却炉+灰の外部資

源化」、「③ガス化溶融炉・シャフト式」、「④ガス化溶融炉・流動床式」の３方式から選定を行

うものとして、平成 31年２月の組合議会全員協議会にて公表した。 

各処理方式の処理フローは、図 2.2.3(1)～(3)に示すとおりである。 

 

(3) 処理方式の選定の考え方 

処理方式については、これまで１つの方式に選定して入札する方法が多く採られてきたが、

競争性の向上と優れた事業者提案の採用という観点から複数の方式で入札を行い、選定自体を

競争的に行うことが最適であると考えられる。 

したがって、組合が行うごみ処理方式の選定にあたっては、基本方針を踏まえ、品質面、機

能面、環境面、経済面及び地域性などの条件を整理し、工事発注のための要求水準を定め、上

記３方式について総合的な評価を行うものとする。 
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図 2.2.3(1) ストーカ式焼却炉の基本フロー 

＜ストーカ式焼却炉＞ 
ご み ピ ッ ト 

ご み ホ ッ パ 

焼 却 炉 
（ ス ト ー カ 式 ） 

灰 出 し 装 置 

排 ガ ス 処 理 設 備 

煙 突 

ボ イ ラ 

（余熱利用設備） 

焼却灰 飛灰 

：ごみの流れ 

：排ガスの流れ 

：焼却灰等の流れ 

資 源 化 

図 2.2.3(2) ガス化溶融炉・シャフト式の基本フロー 

＜ガス化溶融炉・シャフト式＞ 
ご み ピ ッ ト 

ご み ホ ッ パ 

ガ ス 化 溶 融 炉 

ス ラ グ 冷 却 装 置 

排 ガ ス 処 理 設 備 

煙 突 

飛 灰 処 理 設 備 

コ ー ク ス 

石 灰 石 

ボ イ ラ 

（余熱利用設備） 

燃 焼 室 

スラグ メタル 飛灰処理物 

：ごみの流れ 

：排ガスの流れ 

：スラグ、メタル等の流れ 

：副資材の流れ 

資 源 化 
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図 2.2.3(3) ガス化溶融炉・流動床式の基本フロー 

 ＜ガス化溶融炉・流動床式＞ 
ご み ピ ッ ト 

ご み ホ ッ パ 

熱 分 解 炉 

排 ガ ス 処 理 設 備 

煙 突 

飛 灰 処 理 設 備 

ボ イ ラ 

（余熱利用設備） 

飛灰処理物 

ご み 破 砕 機 

溶 融 炉 

ス ラ グ 冷 却 装 置 

スラグ 

磁選機・ 

アルミ選別機等 

磁性物 アルミ 不燃物 

：ごみの流れ 

：排ガスの流れ 

：不燃物、磁性物、 

アルミ、スラグ等の流れ 

資 源 化 

図 2.2.3(3) ガス化溶融炉・流動床式の基本フロー 
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2.2.4.4 建設計画 

計画施設の施設配置図は図 2.2.4 に、断面図は図 2.2.5 に、立面図は図 2.2.6 に示すとおりで

ある。 

「木曽川水系洪水浸水想定区域図」（平成 28年 12 月 木曽川上流河川事務所）において事業実

施区域は浸水想定区域に指定されており、浸水対策として、計画地盤高さを T.P.31ｍ以上とする

ほか、防水扉や防水シャッター等を整備する計画である。 

なお、本事業では事業方式を可燃ごみ処理施設については DB+O 方式、粗大ごみ処理施設につい

ては DBM 方式としたことから、民間事業者に設計・建設を性能規定により一括発注することとな

り、実際の施設の配置・構造、造成高さ等は事業者との契約締結後に確定することとなる。 

したがって、計画施設の建設計画については、組合が令和２年３月に策定した計画施設に係る

仕様条件や事業手法等を示す「基本設計」において設定したものを用いて環境影響の予測・評価

を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2.2.4 施設配置図 
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図2.2.5 断面図 
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図2.2.6 立面図 
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2.2.4.5 公害防止基準 

計画施設における公害防止に係る自主規制値は、表 2.2.7 に示すとおりである。 

本事業では、周辺環境への影響を可能な限り低減するため、排出ガス、悪臭、騒音、振動につ

いて大気汚染防止法等の規制基準値に比べ、より厳しい値を自主規制値として設定した。自主規

制値の設定にあたっては地元地区（江南市中般若区、草井区、般若区、扶桑町山那区、小淵区、

南山名区）とそれぞれ公害防止協定を締結した。また、施設供用時には協定の遵守の履行を確認

するための組織として、公害防止委員会を設置する計画である。 

 

表2.2.7 公害防止に係る自主規制値等 

項   目 単 位 
自 主 

規制値注３） 

計画施設に 

係る 

法令等による 

規制基準値 

<参考> 

既存施設の自主規制値 

及び規制基準値 

犬山市都市美化 

センター 

江南丹羽環境 

管理組合 

環境美化センター 

注３） 

自主規制値 

法規

制値 
注３） 

自主規制値 

法規 

制値 

排
出
ガ
ス
注
１
） 

硫黄酸化物(SOx) ppm 10 
－ 

（K値＝9.0） 
100  

K 値 
＝9.0 

－ 
K 値＝
9.0 

窒素酸化物(NOx) ppm 25 250 － 250 － 250 

塩化水素(HCl)  
ppm 

（mg/ｍ3
N） 

10 

（16） 

430 

（700） 
－ 

 

(700) 
－ 

 

(700) 

ばいじん g/ｍ3
N 0.01 0.04 0.05 0.15 0.02 0.15 

水銀注２） μg/ｍ3
N 30 30 － 50 － 50 

ダイオキシン類 ng-TEQ/ｍ3
N 0.01 0.1 － 5 1 5 

騒
音
注
５
） 

昼 （８時～19 時） dB 50 60 55 60 － 60 

朝・夕（６時～８時、

19 時～22 時） 
dB 50 55 － 55 － 55 

夜 （22 時～翌６時） dB 50 50 45 50 － 50 

振
動
注
５
） 
昼間（７時～20 時） dB 55 65 － 65 － 65 

夜間（20 時～翌７時） dB 55 60 － 60 － 60 

悪
臭
注
５
） 

臭気指数（敷地境界） － 13 18 － 12 10 18 

臭気指数 

（気体排出口）注６） 
－ ※ ※ － ※ － ※ 

臭気指数（排出水） － 27 34 － 28 － 34 

注１）排出ガス濃度は酸素濃度 12％換算値。 

注２）大気汚染防止法の改正に伴い、平成 30 年４月１日より廃棄物焼却炉から排出される水銀について、排出基準が定められた。 
注３）自主規制値は、法令とは別に自主的に規制を設けている値である。 
注４）ばいじん、ダイオキシン類、水銀の規制基準値は施設の設置年により設定されるため、既存施設と計画施設では規制基準値

が異なる。 
注５）悪臭、騒音及び振動の規制基準値は用途地域の定めにより規制地域が区分されるため、各既存施設と計画施設では規制基準

値が異なる。 

注６）※は、悪臭防止法施行規則第６条の２に定める方法により算出した値を用いることを示す。 
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2.2.4.6 排ガス処理計画 

本事業における排ガスの処理計画は、表 2.2.8 に示すとおりである。 

自主規制値を遵守できる最新・最善の排ガス処理設備を備えた施設を整備する計画である。 

 

表2.2.8 排ガス処理計画 

項  目 内  容 

排ガス処理設備注1） 

硫黄酸化物、 
塩化水素除去設備 

乾式法 

窒素酸化物除去設備 
触媒脱硝法または無触媒脱硝法＋
触媒脱硝法を基本とする 

ばいじん除去設備 ろ過式集じん器 

水銀除去設備、 
ダイオキシン類 

ろ過式集じん器＋活性炭吹き込み 

排
出
ガ
ス
諸
元 

湿り排出ガス量注２） 最大 約23,900ｍ3
N/時 

乾き排出ガス量注２） 最大 約19,800ｍ3
N/時 

煙突高さ 未定（航空法による高さ制限を受ける。）注３） 

煙突形状 外筒１本、内筒各炉１本 

排出ガス 
濃度注４） 
(酸素濃度 

12％換算値) 

硫黄酸化物 10ppm以下 

ばいじん 0.01g/ｍ3
N以下 

窒素酸化物 25ppm以下 

塩化水素 10ppm以下 

ダイオキシン類 0.01ng-TEQ/ｍ3
N以下 

水銀 30μg/ｍ3
N以下 

 
排出ガスの流れ 
 
 

注１）現時点で想定される処理設備である。 
注２）１炉当たりのガス量。 
注３）航空法による高さ制限は以下のとおりであり、造成高さにより煙突の高さが異なるため、現段階では未定である。 

航空法に係る制限高さ＝45ｍ（水平表面の制限高さ）＋39.6ｍ（飛行場標点の標高） 
           ＝84.6ｍ 
設置可能な煙突高さ＝84.6ｍ（航空法に係る制限高さ）－（事業実施区域の標高） 

注４）排出ガス濃度は、施設整備の前提となるものであり、いずれの処理方式を採用した場合でもこの値を遵守できるような施
設を整備していく。 

 
ご
み 受

入
供
給
設
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設
備 

燃
焼
ガ
ス
冷
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排
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煙 
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2.2.4.7 給排水計画 

(1) 給水計画 

給水は、上水を使用する計画である。 

(2) 排水計画 

生活排水処理水（合併処理浄化槽処理水）及び雨水を除き、場内で発生するごみピット排水、

洗車排水、プラットホーム洗浄水については、排水処理を行ったのち場内で使用する計画であ

り、公共用水域への排水は行わない。 

生活排水については合併処理浄化槽で処理した後、事業実施区域周辺の既存の排水路へ放流

する計画である。また、雨水については、積極的に施設内で再利用する計画とし、余剰分は雨

水流出抑制設備にて貯留した後、生活排水と同様に事業実施区域周辺の既存の排水路へ放流す

る計画である。なお、既存の排水路（側溝）は鴨川排水路へ合流しており、排水する雨水等は、

最終的には木曽川に放流される。 

排水処理のフローは図 2.2.7 に、現段階で計画している排水ルートは図 2.2.8 に示す。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
注）排水の処理に伴い汚泥が発生する。 

 

図2.2.7 排水の処理フロー 

施設内利用 

生活排水 合併処理浄化槽注） 放 流 

放 流 

一部再利用 

ごみピット 

洗車 

プラットホーム

洗浄等 

スクリーン 凝集沈殿 ろ過注） 再生利用槽 ごみピット排水 

除じん・ 

油水分離槽 

再利用 

排ガス冷却水

（炉内噴霧） 

凝集沈殿 ろ過注） 再生利用槽 
洗車排水 

プラットホーム洗浄水 

再利用 

雨   水 雨水流出抑制設備 
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1：15,000 

0 150m 300m 600m 

この地図は、各務原市発行「1：15,000 各務原市全図」を使用したものである。 

凡  例 

事業実施区域 

県境 

市町境 

排水ルート（鴨川排水路※） 
 

排水ルート（側溝） 

Ｎ 

注１）排水ルートのうち、暗渠部分は点線で示した。 

注２）既存の側溝については、必要に応じて改修を行う予定である。 

※宮田導水路の排水路（余水）も合流している。 

図 2.2.8 排水ルート 
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2.2.4.8 収集運搬関連 

(1) 収集区域 

廃棄物の収集区域は、２市２町の全域とする。 

 

(2) 廃棄物運搬車両等の主な走行経路 

廃棄物運搬車両等の関係車両の想定される主な走行経路を図 2.2.9 に示す。 

事業実施区域南側の県道浅井犬山線等を利用して、事業実施区域に出入りする計画である。

なお、事業実施区域への進入路として、県道浅井犬山線に右折レーンを整備することを予定し

ている。 

また、廃棄物運搬車両等の関係車両の台数を表 2.2.9 に示す。廃棄物運搬車両の運行台数は

120 台/日程度を想定しており、廃棄物運搬車両の受付時間は月曜日から金曜日の８時 30 分～

17 時までと土曜日の８時 30 分～13時 30 分までを予定している。 

 

表2.2.9 関係車両の台数 

項     目 型     式 
台/日 

大 型 小 型 

廃棄物運搬車両 パッカー車 120 － 

直 接 搬 入 車 両 トラック、普通自動車  35 132 

合     計 － 155 132 

注１）関係車両の台数は、犬山市都市美化センターと江南丹羽環境管理組合環境美化センター

での実績等をもとに推計した台数である。 

注２）このほか、薬品等を搬入する車両や、決定した処理方式に応じて灰搬出車両や飛灰処理

物搬出車両等が、１日数台程度走行する。 
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図 2.2.9 関係車両の主要走行経路 

凡  例 

 事業実施区域 

 県境 

市町境 

主な走行経路 

 1：15,000 

0 150m 300m 600m 

この地図は、各務原市発行「1：15,000 各務原市全図」を使用したものである。 
 

Ｎ 
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2.2.5 都市計画対象事業に係る工事計画の概要 

2.2.5.1 工事の概要 

本事業における工事工程は、表 2.2.10 に示すとおりである。 

本事業の工事着手は令和３年度を予定しており、その後約４年間に渡り工事を実施する予定で

ある。主な工事の工種としては、事業実施区域の造成工事、施設建設のための土木・建築工事、

プラント設備工事及び外構工事を予定しており、供用開始は令和７年度を予定している。 

なお、事業実施区域は現在主に樹林地となっており、既存のごみ処理施設等は存在しないこと

から、解体撤去工事は生じない。 

工事中に発生する濁水は、仮設沈砂池等の設置により濁水対策を実施した後に、供用時と同様

に事業実施区域周辺の既存の排水路へ放流する計画である。 

工事中の資材等運搬車両等の主な走行経路は廃棄物運搬車両等と同様であると想定され、図

2.2.9 に示したとおりである。 

 

表2.2.10 工事工程表（予定） 

年 度 
 
項 目 

令和３年度 
（１年目） 

令和４年度 
（２年目） 

令和５年度 
（３年目） 

令和６年度 
（４年目） 

令和７年度 
（５年目） 

造成工事 
 

    

ごみ処理 
施設等 
建設工事 

杭工事、 
山留・掘削工事 

 
 

   

躯体工事  
 

   

仕上げ工事 
付属棟工事 

   
 

 

プラント設備 
工事 

  
 

  

外構工事    
 

 

試運転    
 

 

供用     
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2.2.6 事業計画の策定時における環境配慮事項 

2.2.6.1 環境保全の配慮に係る検討の経緯 

環境配慮事項は、ごみ処理計画等や他の類似事例、既存施設の実績等を踏まえ、建設時の工事

に係る事項として、工事中の資材等運搬車両等の対策、建設機械の対策、排水対策、土壌汚染対

策及び廃棄物等の対策について検討を行った。 

また、供用時の施設の稼働に係る事項として、排ガス対策、廃棄物運搬車両等の対策、施設の

騒音、振動及び悪臭対策、排水対策、エネルギー等の有効利用並びに環境啓発について、施設の

存在に係る事項として、動植物の生息、生育環境、景観等への配慮について検討を行った。 

 

2.2.6.2 環境保全の配慮の内容 

事業実施区域周辺の環境に及ぼす影響を低減するための事業計画の策定時における環境配慮事

項は、表 2.2.11(1)～(4)に示すとおりであり、予測・評価の前提条件としている。 

 

表2.2.11(1) 事業計画策定時の環境配慮事項 

環境要素の 

区分 
区分 環境への配慮事項 

大気質 

工事中 

・資材等の搬入時期・時間帯の分散化を図り、車両の集中を避ける。 

・資材等運搬車両は、低公害車（最新規制適合車、低燃費車両等）を可

能な限り使用する。 

・資材等運搬車両は、NOx・PM法の車種規制適合車を使用する。 

・資材等運搬車両等が工事区域から退場する際には、タイヤ洗浄を実施

する。 

・施工方法や工程等を十分に検討して建設機械の集中稼働を避ける。 

・建設機械は、可能な限り排出ガス対策型の建設機械を使用する。 

・粉じんの発生が予想される作業を行う場合や乾燥時、強風時など、適

宜散水を行って粉じんの飛散を防止する。 

・事業実施区域の周囲には仮囲いを設置し、周辺地域への粉じんの飛散

を防止する。 

供用時 

・大気汚染防止法等に基づく規制基準に比べ、より厳しい値を自主規制

値として設け、これを遵守する。 

・高効率な排ガス処理設備の導入により、大気汚染物質の排出濃度の低

減を図るとともに、定期的な調査を実施して、適正に管理する。 

・燃焼温度、ガス滞留時間等の管理による安定燃焼の確保に努め、ダイ

オキシン類の発生を防止する。 

・車両が短時間に集中することを避けるため、２市２町及び組合で運行

計画を策定し、搬入及び搬出時間帯の車両の分散を図る。 

・廃棄物運搬車両は、低公害車（最新規制適合車、低燃費車両等）を可

能な限り使用する。 

・廃棄物運搬車両は、NOx・PM法の車種規制適合車を使用する。 
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表2.2.11(2) 事業計画策定時の環境配慮事項 

環境要素の 

区分 
区分 環境への配慮事項 

騒音及び 

超低周波音 

工事中 

・資材等の搬入時期・時間帯の分散化を図り、車両の集中を避ける。 

・資材等運搬車両は、低公害車（最新規制適合車、低燃費車両等）を可

能な限り使用する。 

・施工方法や工程等を十分に検討して建設機械の集中稼働を避ける。 

・建設機械は、可能な限り低騒音型の建設機械を使用する。 

・事業実施区域の周囲には仮囲いを設置し、周辺地域への騒音を防止す

る。 

供用時 

・騒音規制法等に基づく規制基準に比べ、より厳しい値を自主規制値と

して設け、これを遵守する。 

・設備機器類については、低騒音型機器の採用に努めるとともに、建屋

内への配置を基本とし、騒音の低減に努める。 

・著しい騒音が発生する設備機器類は、騒音の伝搬を緩和させるため、

防音室を設け、壁や天井には吸音材を設置する。 

・緩衝緑地帯を敷地境界に設置することで、騒音の伝搬を防止する。 

・低周波音の伝搬を防止するために、設備機器類は壁面からの二次的な

低周波音が発生しないよう配慮する。 

・車両が短時間に集中することを避けるため、２市２町及び組合で運行

計画を策定し、搬入及び搬出時間帯の車両の分散を図る。 

・廃棄物運搬車両は、低公害車（最新規制適合車、低燃費車両等）を可

能な限り使用する。 

振動 

工事中 

・資材等の搬入時期・時間帯の分散化を図り、車両の集中を避ける。 

・資材等運搬車両は、低公害車（最新規制適合車、低燃費車両等）を可

能な限り使用する。 

・施工方法や工程等を十分に検討して建設機械の集中稼働を避ける。 

・建設機械は、可能な限り低振動型の建設機械を使用する。 

供用時 

・振動規制法等に基づく規制基準に比べ、より厳しい値を自主規制値と

して設け、これを遵守する。 

・設備機器類については、低振動型機器の採用に努めるとともに、建屋

内への配置を基本とし、振動の低減に努める。 

・振動の大きい設備機器は、防振ゴムの設置や、防振架台又は独立基礎

上に設置する。 

・緩衝緑地帯を敷地境界に設置することで、振動の伝搬を防止する。 

・車両が短時間に集中することを避けるため、２市２町及び組合で運行

計画を策定し、搬入及び搬出時間帯の車両の分散を図る。 

・廃棄物運搬車両は、低公害車（最新規制適合車、低燃費車両等）を可

能な限り使用する。 

悪臭 供用時 

・悪臭防止法等に基づく規制基準に比べ、より厳しい値を自主規制値と

して設け、これを遵守する。 

・廃棄物の保管場所、設備機器類は建屋内への配置を基本とし、搬入や

荷下ろし等の作業を屋内で行うことで、臭気の漏洩を防止する。 

・廃棄物運搬車両が出入するプラットホームの出入口には、エアカーテ

ン等を設置し、搬出入時以外は可能な限りシャッターで外部と遮断す

ることにより、外気の通り抜けによる臭気の漏洩を防止する。 

・ごみピット、プラットホームなどは常に負圧を保つことにより、外部

への臭気の漏洩を防止する。 

・ごみピットの空気を燃焼用空気として炉内に吹き込むことで、燃焼に

よる臭気成分の分解を行う。 

・全炉停止時のごみピット悪臭対策として、活性炭吸着方式の脱臭設備

を設置し、悪臭防止に努める。 
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表2.2.11(3) 事業計画策定時の環境配慮事項 

環境要素の 

区分 
区分 環境への配慮事項 

水質 

工事中 

・雨水等の排水については、仮設沈砂池等を設け、適正に処理を行った

のち、既存の排水路へ放流する。 

・コンクリート工事による排水については、仮設沈砂池等に貯留した後、

河川の環境基準等を参考に自主的に設定する基準値内になることを確

認した上で既存の排水路に放流する。 

供用時 

・生活排水処理水（合併処理浄化槽処理水）及び雨水を除き、場内で発

生するプラント系排水については、排水処理を行ったのち場内で使用

し、公共用水域への排水は行わない。 

・生活排水は、合併処理浄化槽で処理した後、事業実施区域周辺の既存

の排水路へ放流する。 

・雨水は、積極的に施設内で再利用する計画とし、余剰分は雨水流出抑

制設備にて貯留した後、既存の排水路へ放流する。 

地盤・土壌 
工事中 

・工事着手前の土壌汚染対策法及び県民の生活環境の保全等に関する条

例に基づく調査で土壌汚染が判明した場合は、掘削除去等適切に対応

する。 

・盛土を行う場合には、必要に応じて地盤改良等の対策を行う。 

・盛土を行う場合には、適切な品質が確保できる良質な盛土材を利用す

る。 

供用時 ・ごみピットは、ごみ汚水が土壌中へ浸透・流出しない構造とする。 

地下水の状況 

及び地下水質 

工事中 
・掘削にあたり、止水性が高く周辺地下水位の低下を防止する山留壁工

法を採用する。 

供用時 

・生活排水処理水（合併処理浄化槽処理水）及び雨水を除き、場内で発

生するプラント系排水については、排水処理を行ったのち場内で使用

し、公共用水域への排水は行わない。 

・生活排水は、合併処理浄化槽で処理した後、事業実施区域周辺の既存

の排水路へ放流する。 

・雨水は、積極的に施設内で再利用する計画とし、余剰分は雨水流出抑

制設備にて貯留した後、既存の排水路へ放流する。 

・ごみピットは、ごみ汚水が土壌中へ浸透・流出しない構造とする。 

日照阻害 供用時 
・日影規制を満足し、周辺への日影の影響が小さくなるよう建築物の配

置、形状、高さ等について配慮する。 

動物 

植物 

生態系 

工事中 

・施工方法や工程等を十分に検討して建設機械の集中稼働を避ける。 

・建設機械は、可能な限り低騒音型、低振動型の建設機械を使用する。 

・雨水等の排水については、仮設沈砂池等を設け、適正に処理を行った

のち、既存の排水路へ放流する。 

・コンクリート工事による排水については、仮設沈砂池等に貯留した後、

河川の環境基準等を参考に自主的に設定する基準値内になることを確

認した上で既存の排水路に放流する。 

・事業実施区域の周囲には仮囲いを設置し、周辺地域への粉じんの飛散

を防止する。 

・粉じんの発生が予想される作業を行う場合や乾燥時、強風時など、適

宜散水を行って粉じんの飛散を防止する。 

・資材等運搬車両等が工事区域から退場する際には、タイヤ洗浄を実施

する。 

供用時 

・敷地境界の周辺には緩衝緑地帯を設ける。 

・周辺への日影の影響が小さくなるよう建築物の配置、形状、高さ等に

ついて配慮する。 
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表2.2.11(4) 事業計画策定時の環境配慮事項 

環境要素の 

区分 
区分 環境への配慮事項 

景観 供用時 

・周辺地域との調和を図るよう、建築物の色調、デザイン等について検

討する。 

・緩衝緑地帯を設け、圧迫感の低減に努める。 

人と自然との

ふれあいの活

動の場 

工事中 ・資材等の搬入時期・時間帯の分散化を図り、車両の集中を避ける。 

供用時 

・周辺地域との調和を図るよう、建築物の色調、デザイン等について検

討する。 

・緩衝緑地帯を設け、圧迫感の低減に努める。 

・車両が短時間に集中することを避けるため、２市２町及び組合で運行

計画を策定し、搬入及び搬出時間帯の車両の分散を図る。 

廃棄物等 

工事中 

・工事に伴って発生する廃棄物等については、種類に応じた分別を徹底

し、適正に再資源化、処理及び処分を行う。 

・工事に伴う発生土は可能な限り再利用を図り、残土の発生を抑制する。 

供用時 
・施設の供用に伴って発生する廃棄物等については、種類に応じた再資

源化方法を検討し、最終的な処分量の低減に努める。 

温室効果ガス

等 

工事中 
・建設機械は、可能な限り低炭素型建設機械を使用する。 

・資材等運搬車両は、低燃費車両を可能な限り使用する。 

供用時 

・余熱は場内で電力や温水等として利用するとともに、他施設への電力

供給や余剰電力の売電、蒸気の供給を検討する。 

・廃棄物運搬車両は、低燃費車両を可能な限り使用する。 

その他 － 

・ごみ処理を通じて住民の学習・体験・交流を図り、ごみと環境につい

て理解を深めるとともにごみの排出抑制、リサイクル等の意識啓発を

図る。 
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第3章 環境影響の調査、予測及び評価を行う範囲 

環境影響の調査、予測及び評価を行う範囲は、図 3.1 に示す範囲を基本とし、適宜、対象項目

により適切な範囲を設定した。 

なお、事業実施区域から概ね半径３kmを基本としており、設定にあたっては本事業による環境

への影響が最も広範囲に及ぶものとして考えられる煙突排出ガスの最大着地濃度出現予想距離を

もとに、次の点を勘案して設定した。 

 

・「廃棄物処理施設生活環境影響調査指針」（平成 18 年９月 環境省）において、煙突排出ガス

による影響の調査対象地域として、最大着地濃度出現予想距離の概ね２倍を見込んで設定し

た例が示されている。 

・類似事例（処理能力：200ｔ/日～660ｔ/日、煙突実体高：59ｍ～100ｍ）のシミュレーション

において、年平均値の最大着地濃度出現予想距離が概ね１km 程度の結果であった。 
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図 3.1 環境影響の調査、予測及び評価を行う範囲 

この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「犬山」「岐阜」を使用したものである。 
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第4章 方法書についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

4.1 方法書についての縦覧状況及び意見書の提出状況 

4.1.1 縦覧状況 

・縦 覧 期 間：平成 31 年２月 12 日（火）～３月 12 日（火） 

・意見書提出期限：平成 31 年３月 26 日（火） 

 

表4.1.1 方法書についての縦覧状況 

縦覧場所 閲覧者数 

愛知県 

江南市 

経済環境部環境課 1 

布袋支所 2 

宮田支所 0 

草井支所 0 

犬山市 経済環境部環境課 0 

大口町 産業建設部環境経済課 0 

扶桑町 産業建設部産業環境課 3 

岐阜県 各務原市 市民生活部環境室 環境政策課 0 

合 計 6 

 

4.1.2 意見書の提出状況 

方法書を上記の期間において縦覧し、意見書提出期限までに提出された環境の保全の見地から

の意見書は計５通（71件）であり、その意見書に記載された意見の分類は、表 4.1.2 に示すとお

りである。 

 

表4.1.2 方法書についての意見書の意見の分類 

分  類 意見数 

第１章 都市計画決定権者の名称 0 

第２章 都市計画対象事業の目的及び内容 33 

第３章 都市計画対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況 4 

第４章 計画段階配慮事項に係る調査、予測及び評価の結果 0 

第５章 配慮書の案についての意見書の意見の概要及び都市計画決定権者の見解 0 

第６章 配慮書についての縦覧状況並びに愛知県知事の意見及び都市計画決定権

者の見解 
4 

第７章 都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価

の手法 
25 

第８章 方法書に関する業務を委託した事業者の名称、代表者の氏名及び主たる

事業所の所在地 
0 

その他の事項 5 

合 計 71 
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4.2 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

方法書についての環境の保全の見地からの意見の概要及び都市計画決定権者の見解は、表

4.2.1(1)～(21)に示すとおりである。 

注１）意見中「*p●」は方法書の通しページ番号を示しており、意見書の意見の概要は、提出された意見書の

原文を掲載している。 

注２）本章は環境影響評価準備書の内容をそのまま抜粋しており、都市計画決定権者の見解中「第●章」は環

境影響評価準備書の章番号を示している。 

 

表4.2.1(1) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

１ 都市計画対象事業の目的及び内容に関する意見（計 33 意見） 

（１）建設地の決定経緯に関すること（計３意見） 

1 *p 7 

建設地の決定経緯として、“平成 13 年８月に犬山市塔野地地区

を候補地として選定し、平成 15 年２月には犬山市善師野地区を再

選定したが、どちらも地元調整が難航したため断念している。…

平成 22 年５月に…犬山市池野地区を候補地として選定したが、地

元調整が難航し、凍結状態となった。”とあるが、それぞれ３回の

地元調整が難航した理由を明記すべきである。こうした事実を明

らかにすることが、今回の計画地で同様の問題が発生しないかを

判断できる重要な要素である。 

過去の地元調整が難航した理由

については、ごみ処理施設という

性質から主に生活環境への影響に

対する懸念によるものと考えてお

ります。今回の建設地の決定にあ

たっては、地元との意見交換会を

はじめ、地元との対話に努めてま

いりました。そのような取り組み

及び経緯等を総合的に勘案し、概

ね地元の合意形成は得られたもの

と判断し、正式な候補地として決

定しております。また、令和２年

４月には、地元６地区との公害防

止協定を締結しており、今後も、

地元の皆様と協議しながら、より

良い事業となるよう引き続き検討

を進めていくこととしております

ので、同様の問題は発生しないと

考えております。 

2 *p 7 
建設地の決定経緯として、“平成 24年 10月…江南市が最も多く

のごみを排出すること、広域の処理施設が一つもないことから受
入を表明し、その後、江南市において候補地の選定がなされてい
る”という点については、いわゆる嫌悪施設の受入を表明した江
南市の態度は評価できるが、その後の経緯で、“江南市による候補
地の選定にあたっては、市内の３ヘクタール以上の一団となった
エリアとして抽出された５つの候補地について、一定の評価基準
に基づき、評価がなされている。”という点に違和感を覚える。 

中環審答申「今後の環境影響評価制度の在り方について」で、

計画段階配慮書の手続に関する事項として、「対象とする計画の

段階は、個別事業の計画・実施段階前における事業の位置、規模

又は施設の配置、構造等の検討段階とすべき。」としており、本来

はこうした候補地選定という重要なことこそ、ごみ処理施設の計

画段階配慮書で、第１に扱うべき事項である。位置が決まってか

ら、その中の施設配置、煙突の高さ・位置などを検討するような

配慮書ではほとんど意味がない。“一定の評価基準”項目が適切な

のか、評価結果が適切かなど、検討すべき点はいろいろあり、事

務局の江南市が作成し、それを地元だけに説明するということは

避けるべきであった。こうした点に注意して今後の手続きを進め

るべきである。 

ごみ処理施設という性質上、建

設候補地の選定にあたっては地元

の理解が非常に重要なものであ

り、選定段階において複数の候補

地を公表することは、それぞれの

地元に多大な影響を及ぼすことが

懸念されました。このため、候補

地決定後に配慮書の手続きを実施

しています。その旨を「第２章」

に追記しました。 

 また、候補地の選定状況につい

ては、江南市のホームページに掲

載するとともに、選定結果につい

ての検証業務を外部委託し、候補

地の洗い出し条件、評価項目、判

定基準、重みづけや判定結果の妥

当性について検証を行っていま

す。その検証結果として、江南市

が実施した候補地選定結果は妥当

であると評価されています。 
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表4.2.1(2) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

3 *p 9 

建設地の決定経緯として、“江南市は…評価結果の最も高かっ

た中般若町北浦を候補地として提示し、地元（江南市中般若区、

草井区、般若区、扶桑町山那区、小淵区、南山名区）の同意を得

ることを目的として地元説明会や施設見学会等を実施し、江南市

の３地区から同意を得た。そして、平成 28 年３月…江南市の取組

や地元が実施したアンケート結果等を総合的に勘案し、概ね地元

の合意形成は得られたものと判断し、中般若町北浦地内を正式な

建設地として決定した。”とあるが、同意を得た３地区とは中般若

区、草井区、般若区、扶桑町山那区、小淵区、南山名区の６地区

のうち、どの区なのか。事業計画地及び直近の地区は含まれるの

か。残る３地区はどのような判断をしているのか。“概ね地元の合

意形成は得られたものと判断し”の根拠を、具体的、詳細に示す

べきである。 

同意を得たのは、江南市の３地

区であり、扶桑町の３地区につい

ては、すべての地区で同意が得ら

れていない状況でしたが、これま

でに、地元との意見交換会を開催

し、地元との対話に努めてまいり

ました。そのような取り組みや経

緯等を総合的に勘案し、概ね地元

の合意形成は得られたものと判断

しました。これまでの取組内容に

ついては、江南市や組合のホーム

ページに掲載しています。 

なお、現在はごみ処理施設の建

設及び操業（供用）を前提として、

地元６地区から各地区の代表者に

「尾張北部環境組合公害防止準備

委員会」に参画いただいているほ

か、地域振興策の事業内容につい

ても、組合と協議を進めている状

況です。 

（２）都市計画対象事業の規模に関すること（計１意見） 

4 *p 10 

“ごみ焼却施設 処理能力:197ｔ/日”とあるが、焼却炉数を記載

すべきである。１炉では、修理・定期補修などで、全停止とせざ

るを得ないので、まず考えていないはずであるが、２炉なのか、

３炉なのか、４炉なのか。あまり小規模にするとダイオキシン類

対策が取りづらいが、処理能力の割り振りはどうするのか。これ

らが決まらないと公害防止設備の規模、能力、性能が決められな

いはずである。 

焼却炉数については、令和元年

度に作成した「基本設計」の中で

検討を行い、２炉に決定しており

ますので、「第２章」に炉数を記載

しています。 

（３）都市計画対象事業の諸元に関すること（計 19 意見） 

5 *p 12 

処理能力の算定で、ごみ焼却施設については説明があり、既設

の犬山市が 135t/日、江南丹羽環境管理組合 150t/日の計 285t/日

p4 を、約７割の 197t/日にまとめるとしているが、粗大ごみ処理

施設については、既設の犬山市 30t/5h、江南丹羽環境管理組合

150t/日の 30t/5h 計 60t/5h p4 を、1/4 の能力の 15t/5h にまとめ

るという結論だけである。その根拠を示すべきである。既設施設

の稼働実績から、その能力が過大でなかったのかなどの検討も必

要である。そもそも運転計画として“５時間運転”と限定する理

由が不明である。ごみ焼却施設の運転計画が“24 時間連続運転”

とされていることとも大きくかけ離れている。 

粗大ごみ処理施設の処理能力に

ついては、２市２町のごみ処理基

本計画における令和７年度の年間

搬入量の目標値を踏まえ、「基本

設計」において見直しを行いまし

た。その算定方法等は「第２章」

に記載しています。 

また、粗大ごみ処理施設の稼働

時間につきましては、施設の稼働

等による騒音及び振動の影響を最

小限に抑えることや日常保全のた

めの時間を確保する必要があるこ

とから、昼間５時間が一般的とさ

れております。既存２施設の稼働

時間も同様であることから、計画

施設の粗大ごみ処理施設の稼働時

間は１日あたり５時間としており

ます。 
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表4.2.1(3) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

6 *p 12 

処理能力の算定で、ごみ焼却施設について“計画処理量は、「整

備計画」において、計画施設の稼働目標年度（平成 37 年度）の可

燃ごみ及び粗大ごみ破砕選別可燃残渣（処理後可燃物）…し尿処

理施設…のし渣及び脱水汚泥並びに災害廃棄物の処理量の推計値

を加えて設定している。…可燃ごみ焼却処理量…各市町の人口推

計及びごみ処理基本計画における目標値をもとに、…稼働目標年

度である平成37年度に、49,569ｔ/年で最大になると推計される。”

とあるだけで、それらの根拠がどこにも記載されていない。但し、

同時期に環境影響評価手続きを先行している「豊橋田原ごみ処理

施設整備事業」（2019 年１月準備書）では、具体的な人口推計もな

い非科学的なものであるが、さすがに人口推計結果だけは表

2.2.2.に含めている。しかしながら、市町の人口推計及びごみ処

理基本計画における目標値というだけである。重要な処理量を判

断できるように、市町ごとの可燃ごみ量、その根拠を示すべきで

ある。 

なお、人口推計については、多くに自治体が参考にしている「日

本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」国立社会保障・

人口問題研究所の「市区町村総人口」で検討すると、目標の 2023

年度までは、ほぼ同程度であり、ほぼ妥当なものと判断できる。 

 

ごみ焼却施設の処理能力につい

いては、「整備計画」及び令和元年

度に見直しを行った２市２町のご

み処理基本計画を踏まえ、「基本

設計」において見直しを行いまし

た。その算定方法等は「第２章」

に記載しています。 

なお、各計画については組合ホ

ームページや各市町のホームペー

ジ等からご確認いただけます。 

7 *p 13 

処理能力の算定で、し渣及び脱水汚泥処理量については、“し尿

処理施設を管理する愛北広域事務組合によると、計画施設の稼働

開始後で推計人口が最大となる平成 37 年度では、2,249ｔ/年にな

ると推計している。”とあるだけである。重要な処理量を判断でき

るように、下水道の普及によるし尿処理量の減少、浄化槽普及に

よる汚泥増加などの内訳を、根拠を示して、市町ごとに示すべき

である。事業者が出した数値をそのまま信用するなら環境影響評

価は必要ない。納得できる根拠で必要な施設能力を算定すること

が重要である。まして、どんどん人口が減少していく時代に、過

大投資をしないよう、細心の検討が必要である。 

し渣及び脱水汚泥処理量につい

ては、愛北広域事務組合において、

過去の実績をもとに、２市２町の

人口推計値から供用開始後で人口

が最大となる令和７年度の値を算

出したものです。 

し渣及び脱水汚泥の処理量は人

口等から推計して算出するため、

基本的には人口が最大になる年度

の処理量が最大になると考えられ

ます。 
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表4.2.1(4) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

8 *p 13 

処理能力の算定で、災害廃棄物の処理量については、“「愛知県

災害廃棄物処理計画における災害廃棄物等発生量（推計値）につ

いて」（平成 27 年９月愛知県）より…推計されており、２市２町

の合計である 2,640ｔを処理対象とする。”とある。この文献その

ものは見当たらず 2015 年７月２日公表資料があり、４市町の災害

廃棄物量等は同じである。正式な出典と思われる愛知県災害廃棄

物処理計画（平成 28 年 10 月）の参考資料として、災害廃棄物等

発生量推計方法、災害廃棄物等発生量が記載されており p6、全壊・

半壊・焼失・津波堆積物から、選別後の量を求め、それぞれの単

位床面積当たりの廃棄物重量、選別による量の減少率（選別率）

なども記載され p4～5、それなりに根拠も検討でき、４市町の災害

廃棄物等発生量、選別後の可燃物量も同じ値が表 2.2.3 に記載し

てある。 

ただし焼却施設の処理可能量推計 1,509,658t/3 年の内訳 p8は、

犬山市の都市美化センター135t/日２基、江南丹羽環境管理組合の

環境美化センター150t/日２基で計算してあるため、今回の計画で

約７割に焼却能力を減少させると、愛知県災害廃棄物処理計画の

基礎が崩れてくる。このため、５年を目途に見直す災害廃棄物処

理計画の改訂でこうした事情を組み込むよう求めるべきである。 

また、この参考資料には市町村災害廃棄物処理計画の策定予定

が示されている p2。このなかで、犬山市は 2017 年度策定予定、江

南市、大口町、扶桑町は 2018 年度策定予定とされている。ただし、

表の注で※市町村廃棄物担当課意向調べ（平成 28 年 10 月）とあ

り、公式な見解ではなさそうだが、４市町ともホームページで確

認する限りでは2018年度末になっても市町の災害廃棄物処理計画

が策定された形跡はない。策定について特に法的義務もないが、

施設の処理能力算定に加える以上、災害廃棄物処理計画を策定す

べきである。 

災害廃棄物の処理量について

は、愛知県災害廃棄物処理計画の

前提となる災害廃棄物等発生量に

ついて、県防災局の調査結果にお

ける建物被害棟数及び津波浸水想

定をベースに推計された量であ

り、愛知県災害廃棄物処理計画の

参考資料としても愛知県ホームペ

ージに公表されています。なお、

平成27年７月発表資料であったた

め、出典年月については修正いた

しました。 

また、２市２町の災害廃棄物処

理計画について、江南市は令和２

年２月に、犬山市は令和２年３月

に策定しており、扶桑町及び大口

町についても令和２年度中に策定

する計画としています。 
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表4.2.1(5) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

9 *p 17 

公害防止基準で“周辺住民等と公害防止協定等を締結する”と

あるが、締結対象を明確にすべきである。周辺住民等とは、地元

説明会を開いた中般若区、草井区、般若区、扶桑町山那区、小淵

区、南山名区の全区又はその代表者なのか、同意が得られた３地

区だけなのか、都市計画決定権者の江南市長なのか事業者の尾張

北部環境組合代表者なのか、共同なのか。 

公害防止協定の締結対象は、地

元６地区（江南市中般若区、草井

区、般若区、扶桑町山那区、小淵

区、南山名区）であり、尾張北部

環境組合（管理者江南市長）とそ

れぞれ公害防止協定を令和２年４

月に締結しました。 

10 *p 17 

公害防止基準で“既存施設の自主規制値は法令に基づく基準値

に比べ厳しく定めているが、本施設においてもこの考え方を踏襲

し、さらなる項目の精査と併せて同等または排出濃度をさらに低

減した値を自主規制値とする計画である。”としている段階である

ため、以下の各項目への意見を充分検討し、準備書段階では、事

業者として可能な限りの低減策を講じて、法規制値を大きく下回

る自主基準値とすべきである。 

また、既設２箇所

では窒素酸化物、塩

化水素、ダイオキシ

ン類（１箇所は自主

基準値あり）、水銀、

悪臭、騒音・振動の

大部分についての

自主基準値がない

が、こうしたことの

無いよう、項目をす

べて自主基準値に

迫加すべきである。 

公害防止基準については、公害

防止準備委員会を設置し、その中

で既存施設や周辺市町の状況、事

業実施区域周辺の土地利用や技術

的な動向、地元からの意見等も検

討しながら決定しました。悪臭、

騒音、振動についても規制基準に

比べさらに厳しい値を自主規制値

として設定しております。 

また、施設の供用時には協定の

遵守の履行を確認するための組織

も設置する計画としています。 

 

11 *p 17 

公害防止基準で“ばいじん”の法規制値が O.04g/ｍ3s となって

いるが、自主基準値は江南丹羽環境管理組合環境美化センターの

0.02g/ｍ3s なみ以下にすべきである。ちなみに環境影響評価手続

きを先行している豊橋田原ごみ処理施設の公害防止基準は 0.01 

g/ｍ3s としている。既設の自主基準は O.02 と 0.05g/ｍ3s であり、

今回の尾張北部環境組合と同じ条件である。 

（意見番号 10 に同じ） 

 

12 *p 17 

公害防止基準で“窒素酸化物”の法規制値が、既設２箇所の法

規制値と同じ 250ppm となっているが、自主基準値はもっと低くす

べきである。ちなみに、豊橋田原ごみ処理施設の公害防止基準は

50ppm としている。 

（意見番号 10 に同じ） 

 

13 *p 17 

公害防止基準で“塩化水素”の法規制値が、700mg/ｍ3s（約

430ppm）となっているが、新たに自主基準値に入れるので、とり

あえず法基準を守りますということなら環境影響評価は不要であ

る。事業者として可能な低減努力をすることが求められる。ちな

みに、豊橋田原ごみ処理施設の公害防止基準は 65mg/ｍ3s としてい

る。また、他の施設（塩素化エチレン製造用の塩素急速冷却施設、

塩化第２鉄製造用の溶解槽、活性炭製造用の反応炉）の規制基準

は 80mg/ｍ3s となっている。 

（意見番号 10 に同じ） 
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表4.2.1(6) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

14 *p 17  

公害防止基準で“ダイオキシン類”の法規制値が O.1   

ng-TEQ/ｍ3s となっているが、現在のダイオキシン類処理施設の能

力からみて自主基準値としては一桁高い。ちなみに、豊橋田原ごみ

処理施設の公害防止基準は O.01ng-TEQ/ｍ3s としている。 

また、海部地区環境事務組合の八穂クリーンセンターの地域住民

との協定値は以下のようになっており、今まで協定値を上回ったこ

とは一度もない。 

 
さらに、３月１日から縦覧されている西知多医療厚生組合のごみ

処理施設の準備書 p21 では、計画基準値として以下のようになって

いる。硫黄酸化物、窒素酸化物、塩化水素については、事業者とし

て可能な低減策を講ずるべきである。 

 

（意見番号 10 に同じ） 

 

15 *p 17 

公害防止基準で“水銀”の法規制値が 30μg/ｍ3となっているが、

塩化水素と同様に事業者として可能な低減努力をする必要がある。

また、既設２箇所は、自主規制値がなく、法規制値が 50μg/ｍ3 と

なっており、今回の計画がより高度な処理をするように勘違いする

が、これは既設施設についての法規制値と異なり、新設施設の法規

制値である。このことを注２で追記すべきである。 

（意見番号 10 に同じ） 

なお、ばいじん、ダイオキシン

類及び水銀について、既存施設と

計画施設で規制値が異なる旨を

追記しました。 

 

16 *p 17 

公害防止基準で“悪臭の臭気指数”の法規制値が 18 となっており、

既設の法規制値が、犬山市都市美化センターでは 12、江南丹羽環境

管理組合環境美化センターでは 15 と異なっており、形式的には既

設２箇所より緩い規制値となっている。これは悪臭防止法の規制地

域（第１種 12、第２種 15、第３種 18）の違いであると想定される

が、混乱を引き起こすため、注で追記すべきである。 

また、近くの住居の少なさが 10 点 p9 と他４地区より良かったと

はいえ、“江南緑地公園（中般若）:テニスコートやバーベキュー場

が整備された緑地公園、木曽川扶桑緑地公園:サイクリングロード

や散策の森が整備されており、サイクリングロードからは木曽川に

やってくる野鳥を見ることができる。”p94 とあり、悪臭にも十分配

慮が必要な地区であるため、臭気濃度は 12 以下とすべきである。 

（意見番号 10 に同じ） 

なお、悪臭の規制について、規

制値が規制地域によって異なる

旨を追加しました。 

 

17 *p 17 

公害防止基準で“騒音”の法規制値が昼間 60dB～夜間 50dB とな

っているが、犬山市都市美化センターの自主基準値だけが、昼間と

夜間だけ規制値より５dB 低い値となっている。少なくともこの水準

までは自主基準値を下げることができるはずである。また、朝、夕

の時間帯にも規制値があり、自主基準催を設けるべきであり、自主

基準値は規制値より５dB 以上低い値とすべきである。 

（意見番号 10 に同じ） 
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表4.2.1(7) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

18 *p 17 

公害防止基準で“振動”の法規制値が昼間 65dB～夜間 60dB と

なっており、他の２箇所にも自主基準値がなかったが新たに設定

すべきである。騒音と同様に規制値より５dB 以上低い値を自主

基準値とすべきである。 

（意見番号 10 に同じ） 

 

19 *p 18 

排水計画で“雨水については一旦調整池にて貯留した後、生活

排水と同様に…既存の排水路へ放流する計画である。…排水する

雨水等は、最終的には木曽川に放流される。”とあるが、雨水と

いえども、場内に散乱したごみや焼却灰に含まれるダイオキシン

類や鉛などの有害物質が含まれる恐れがある。まして放流先は、

この地域の農地を四百年来にわたり潤し続ける３つの農業用水

（宮田用水、木津用水、羽島用水）の取水口である犬山頭首工こ

そ約４㎞上流であるが、BOD 環境基準は 2002 年 7 月に国が A 類

型に昇格させた水域であり、水道２級:沈殿ろ過等による通常の

浄水操作を行うもの、水産 1 級:ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域

の水産生物用などが求められる水域である。このため、調整池で

貯留した水についての水質分析を実施することとし、それに伴う

措置を検討し、準備書では記載する必要がある。 

ごみや焼却灰は建屋内で処理する

計画であり、雨水との接触がないよ

う適切に運営・管理を行ってまいり

ます。このため、雨水に有害物質が

混入することはありません。 

その他、施設からの排水のうち、

プラント排水についてはクローズド

システムとする計画であり、公共用

水域への排水は行いません。また、

生活排水については合併処理浄化槽

で適正に処理した後、公共用水域に

放流する計画としており、これらに

ついても、有害な物質が公共用水域

に入ることはありません。 

20 プラント水から発生する汚泥の処理について記載されていな

いように思います。 

プラント水から発生する汚泥につ

いては、ごみピットへ投入し焼却処

理することを想定しています。 

21 施設からの排水の調査地点が一般廃棄物最終処分場の放流地

点と同じですか。 

施設から発生する排水としては、

プラント排水、生活排水、雨水の３

種類がありますが、プラント排水に

ついては、クローズドシステムとす

る計画であり、公共用水域への排水

は行いません。 

生活排水、雨水については、既存

の排水路に放流し、最終的には一般

廃棄物最終処分場と同様に鴨川排水

路に合流する計画です。 

水質の現地調査地点は鴨川排水路

が木曽川と合流する地点であり、一

般廃棄物最終処分場から鴨川排水路

への放流地点とは異なります。 

22 工事用物品の搬入は道路南から直接現場へ入るが、県道浅井線

をまたぐことになり渋滞はさけられることは困難だが（信号機器

は必要）、江南関線の出入りに渋滞が加速されることが予測され

る。このことは完成後もゴミ搬入で継続されるのではないか。 

上記のことを考えると扶桑～各務原の新大橋の建設か現行の

愛岐大橋の複線増設が必要と思われる。 

新愛岐大橋（仮称）の建設につい

ては、計画が進んでおり平成 30 年

10 月から、岐阜県側の下部（橋脚）

工事が始まっていると聞いておりま

す。 

なお、渋滞への影響については多

くの方から懸念の声をいただいたこ

とから、工事用車両による交通への

影響について予測を行い、その結果

を「第８章 8.13 人と自然との触れ

合いの活動の場」に記載しました。 
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表4.2.1(8) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

23 計画地盤高が良くわかりません。明確にしてください。 測量調査結果によると、事業実施

区域内の地盤高さは29～32ⅿ程度と

なっています。また、地形図から読

み取ると南側の堤防道路は 35～36

ｍ、北側は36ｍ程度となっています。 

「第２章」に記載のとおり、事業

実施区域は木曽川上流河川事務所が

作成した「木曽川水系洪水浸水想定

区域図」により浸水想定区域に指定

されていることから、浸水対策とし

て T.P.31ｍ以上とする計画です。 

なお、可燃ごみ処理施設の事業方

式は DB+O 方式としており、計画地盤

の高さは、周辺住民への圧迫感及び

建設費に影響するとともに事業実施

区域全てをほぼ同一高さにする必要

もないと考えられることから、計画

地盤高さを含めた設計・建築計画の

提案を、民間事業者から受けること

としています。 

したがって、準備書の作成にあた

ってはプラントメーカーへのヒアリ

ング結果等を踏まえ、造成工事の規

模が最大となるT.P.32ⅿとして予測

を行いました。また、その旨は「第

７章」に記載しています。 

（４）配慮書の複数案から単一案に絞り込んだ検討の経緯及びその内容に関すること（計２意見） 

24 14 頁「複数案から・・・」 

「搬入車両動線（想定）」から、南堤防道路からの搬入が検討

されていることが分かります。搬出入口の位置や利用道路は地域

の住環境への影響が大きく中般若区民にとっても関心事であり

ます。地元住民へ「北側堤防から南側へ変更した理由や影響等の

説明」をしていただきたいと思います。 

搬入路についてはこれまでに様々

な検討を行ってきておりますが、北

側堤防から乗り入れると決定し、地

元の方へ説明した事実はございませ

ん。 

北側には堤防に沿って宮田導水路

が通っており、重量のある車両の通

過が制限されているため、乗り入れ

が困難であるとの判断から、南側か

ら搬入する計画としました。 

25 事業用地北側の利用方法は、数十年後の建設予定地ですか。 方法書における施設配置計画は、

建屋の大きさや土地利用上の制限等

を考慮した結果、想定される実施可

能な配置として設定したものです。 

実際の施設配置については今後決

定した民間事業者と詳細な検討を行

いますが、雨水流出抑制設備（調整

池）など、北側の敷地も必要な設備

を配置するために利用する計画で

す。 
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表4.2.1(9) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

（５）事業計画の策定時における環境配慮事項に関すること（計８意見） 

26 *p 29 

対象事業の計画策定時における環境配慮事項として、“建設機

械は、可能な限り排出ガス対策型及び低騒音型の建設機械を使用

する。”とあるが、“可能な限り”は削除すべきである。これは建

設工事を発注する際の契約に含めば済むことであり、2018 年 12 月

21 日現在で、第３次排出ガス対策型建設機械は 741 型式、２次基

準値（平成 22 年９月指定終了）は 2,527 型式が国土交通省から認

定されているので十分な建設機械がある。同様に低騒音型建設機

械は、6,359 型式が認定されている。 

また、低炭素型建設機械の使用も検討すべきである。この低炭

素型建設機械は 2018 年９月現在 49 型式（ブルドーザ 45 型式、バ

ックホウ４型式）が認定され国土交通省から認定されており、地

球温暖化対策上、この低炭素型建設機械を可能な限り使用するこ

とが必要である。 

ご意見のとおり、排出ガス対策型や

低騒音型の建設機械は数多くありま

すが、使用するすべての種類の建設機

械にはないため、このような記載とし

ております。 

また、江南市では使用機器について

届出を行い、規制値を超えない機器を

使用することが必須となっており、民

間事業者に対して、積極的に使用する

よう指導を行ってまいります。 

なお、低炭素型建設機械の指定につ

いても、積極的な機械の使用につい

て、同様に指導を行ってまいります。 

27 *p 29 

対象事業の計画策定時における環境配慮事項として、“工事中

の資材等運搬車両については、低公害車（最新規制適合車、低燃

費車両等）を可能な限り使用するよう努める。”とあるが、”可能

な限り使用するよう努める。”は、排出ガス対策型及び低騒音型建

設機械の配慮事項より後退し、可能な限りに加えて、努めるまで

ついている。”可能な限り…努める”は削除すべきである。 

民間事業者に対して、積極的に使用

するよう指導を行っていくこととし、

記載を修正いたしました。 

28 *p 29 

対象事業の計画策定時における環境配慮事項として、“適宜散

水を行って粉じんの飛散を防止する。”とあるが、適宜では意味不

明である。工事工程上で散水が必要な解体工事、風速等で散水が

必要になるものなどを抽出し、記載すべきである。 

粉じん対策の記載について、より具

体的な内容としました。なお、本事業

では解体工事は行いません。また、工

事中の粉じんは、造成工事の時期が最

も影響が大きいと考えられますが、そ

れ以外の時期にも発生が懸念される

ことがあるため、工種は定めず適宜と

いう表現としています。 

29 *p 29 

対象事業の計画策定時における環境配慮事項として、工事中に

“雨水等の排水については、仮設沈砂池等を設け、適正に処理を

行ったのち、既存の排水路へ放流する。”とあるが、通常操業時の

雨水経路に、仮設沈砂池等を設け、調整池にて貯留した後放流す

ると理解すればいいのか。いずれにしても“適正に処理を行う”

の内容を項目、値など具体的に示すべきである。 

排水経路はご意見のとおりです。処

理項目については、水素イオン濃度

（pH）、浮遊物質（SS）が基本になる

と考えております。なお、具体的な値

や処理方法などの詳細な内容は、現地

調査結果や本予測評価結果を踏まえ、

民間事業者決定後に検討いたします。 

30 *p 29 

対象事業の計画策定時における環境配慮事項として、“緩衝緑

地帯を敷地境界に設置することで、騒音・振動等の伝搬を防止す

る。”とあるが、どの程度の幅員で、どこに設置するかを明記すべ

きである。また、どのような植樹を行うのかも、景観上、生態系

上必要になってくる。 

緩衝緑地帯については、事業実施区

域の敷地境界から５ｍ設置する計画

です。樹種については今後、詳細設計

の段階で検討を行います。 

31 *p 29 

対象事業の計画策定時における環境配慮事項として、“生活排

水及び雨水は、適正に処理を行った後、事業実施区域周辺の既存

の排水路へ放流する。”とあるが、排水計画 p17、18 と異なってい

る。生活排水は確かに合併浄化槽で処理するが、雨水は“一旦調

整池にて貯留した後、…既存の排水路へ放流する計画である。”と

しており、調整池で適正に処理を行うとは読み取れない。 

ご意見のとおり、生活排水は合併処

理浄化槽で処理した後に放流します

が、雨水は一旦調整池にて貯留した後

に直接放流する計画としております。

その旨がわかるように「第２章」に記

載しました。 
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表4.2.1(10) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

32 *p 30 

対象事業の計画策定時における環境配慮事項として、“廃棄物

運搬車両等は、低公害車（最新規制適合車、低燃費車両等）を可

能な限り使用するよう努める。”とあるが、工事中の資材等運搬車

両と同文であり、可能な限りに加えて、努めるまでついている。

“可能な限り…努める”は削除すべきである。 

事業者である尾張北部環境組合

は、施設の整備・運営を行うもの

であり、ごみの搬入については、

各市町及び民間事業車両等が行い

ます。 

このため、廃棄物運搬車両の更

新の際には、低公害車の導入を促

進するよう事業者から２市２町に

要請するとともに、民間事業者に

対しても、同様に要請を行ってま

いります。 

33 *p 30 

対象事業の計画策定時における環境配慮事項として、“工事に

伴う発生土は可能な限り再使用を図り、残土の発生抑制に努め

る。”とあるが、再使用の場所、量を具体的に示すとともに、残っ

た発生土はどこに、どんな目的で、どのように運搬するかも示す

べきである。 

工事中の建設発生土については

環境影響評価項目として選定し、

予測・評価を行いました。予測は

プラントメーカーへのヒアリング

の結果等をもとに発生量や再使用

方法について整理しており、「第

８章 8.14 廃棄物等」に記載しま

した。 

なお、発生土の処理については

今後決定する民間事業者が行うた

め、搬出先等は決まっておりませ

んが、適切に処理・処分できてい

ることを組合でも確認しながら事

業を実施します。 

２ 都市計画対象事業が実施されるべき区域及びその周囲の概況に関する意見（計４意見） 

（１）社会的状況に関すること（計４意見） 

34 *p 128 

騒音に係る環境基準のうち、幹線交通を担う道路に近接する空

間の騒音に係る環境基準（特例）として、昼間 70dB 以下、夜間 65dB

以下が記載されているが、出典:「騒音に係る環境基準について」

（平成 10 年環境庁告示第 64 号）だけでは“幹線交通を担う道路

に近接する空間”がどの道路のことか分からない。高速道路、国

道、県道、４車線以上の市道などと 2001 年１月５日環大企第３号

で通知されているだけであることを明記すべきである。 

【参考】騒音に係る環境基準の類型を当てはめる地域の指定に係

る法定受託事務の処理基準について  公布日:平成 13 年１月５

日  環大企３号 

「騒音に係る環境基準について」の第１の１中「幹線交通を担う

道路」とあるのは、次に掲げる道路をいうものとする 

(1)道路法(昭和 27年法律第 180 号)第３条に規定する高速自動車

国道、一般国道、都道府県道及び市町村道(市町村道にあっては 4

車線以上の区間に限る。)。 

(2)前項に掲げる道路を除くほか、一般自動車道であって都市計

画法施行規則(昭和 44 年建設省令第 49 号)第７条第１項第１号に

定める自動車専用道路。 

ご意見を踏まえ、幹線交通を担

う道路に近接する空間に該当する

道路（国道、県道等）について、

説明を追記しました。 
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表4.2.1(11) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

35 *p 130 

自動車騒音に係る要請限度の注１）で“要請限度とは、自動車騒音

がその限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著し

く損なわれていると認められるときに、市町村長が県公安委員会に

道路交通法の規定による措置を執るよう要請する際の限度をいう。”

とあるが、騒音規制法第 17 条を正確に引用すべきである。“措置を

執るよう要請する”ではなく、「措置を執るべきことを要請するもの

とする」と非常に厳格な表現で市町村長の義務を定めている。 

ご意見を踏まえ、記載の内容を

修正しました。 

36 *p 130 

自動車騒音に係る要請限度の注２）で、“「幹線交通を担う道路」

とは、次に掲げる道路をいう。”として、高速道路、国道、県道、４

車線以上の市町村道が説明してあるが、その根拠が環境省の環境基

準告示にもなく、単なる通知文であることが理解できるよう、出典

を追加すべきである。 

ご意見を踏まえ、幹線交通を担

う道路に近接する空間に該当す

る道路（国道、県道等）について、

説明を追記しました。 

 

37 *p 132 

道路交通振動に係る要請限度の注)で“要請限度とは、道路交通振

動がその限度を超えていることにより、道路の周辺の生活環境が著

しく損われていると認められるときに、市町村長が道路管理者に振

動防止のための道路の修繕等の措置を要請し、又は県公安委員会に

道路交通法の規定による措置を執るよう要請する際の限度をいう。”

とあるが、振動規制法第 16 条を正確に引用すべきである。“道路管

理者に振動防止のための道路の修繕等の措置を要請し”は「道路管

理者に対し当該道路の部分につき道路交通振動の防止のための舗

装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請し」と具体的に舗装、

維持、修繕と要請項目があること。また、“県公安委員会に道路交通

法の規定による措置を執るよう要請する”は「県公安委員会に対し

道路交通法の規定による措置を執るべきことを要請するものとす

る。」”と非常に厳格な表現で市町村長の義務を定めている。 

ご意見を踏まえ、記載の内容を

修正しました。 

３ 配慮書についての縦覧状況並びに愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解に関する意見（計４意

見） 

38 *p 209 

配慮書への知事意見“木曽川の両岸に点在する樹林地のうち比較

的大きなシイ・カシ二次林を事業実施想定区域に選定した経緯につ

いて、その内容を分かりやすく示すこと。”への見解は、“尾張北部

ブロックや第１小ブロックでの検討経緯など、第２章に詳細を記載

しました。”とあるのは、2.1.5 建設地の決定経緯 p7～9が中心と思

われる。しかし、犬山市塔野地、犬山市善師野、犬山市池野を候補

地としたが、地元調整が難航し、最も多くのごみを排出する江南市

が市内５か所の候補地について、評価基準を○、△、×で評価した

というものだが、基本要素として、①敷地面積の確保、②アクセス

のしやすさ、重要要素として、③用地確保のしやすさ、④近くの住

居の少なさ、⑤運搬経費の安さ、参考要素として、⑥学校、病院、

保育所、老人福祉施設等の有無、⑦搬入道路における集落等の通過、

⑧行政計画とのつりあい、⑨土地造成のしやすさ、⑩土地利用の現

況の 10 項目であり、知事意見が意味している「なぜシイ・カシ二次

林を事業実施想定区域に選定した」のかに答える内容になっていな

い。つまり、知事意見に答えているようで全く答えていない。この

ような姿勢を改め、準備書以降の手続きでシイ・カシ二次林の保存

のため、例えば、敷地の北側に隣接するサイクリングロード沿いに

移植するなど、必要な環境保全措置を充分検討すべきである。 

事業実施区域を選定した理由

は「第２章」に記載したとおりで

あり、敷地面積やアクセスのしや

すさ等、一定の評価基準を設定し

て決定しました。 

現地調査の結果、事業実施区域

周辺のシイ・カシ二次林の構成

は、アベマキが林冠を形成し、林

内にアラカシ、ヒサカキなどの常

緑広葉樹が生育する樹林である

ことがわかり、また、このような

樹林地が周辺にもあることが明

らかになりました。群落は、単木

の移植により成立するものでは

ないため、樹林の移植といった方

法を保全措置とすることは現実

的ではありませんので、事業実施

区域内の樹木については緩衝緑

地等、可能な限り残置するように

努めます。 
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表4.2.1(12) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

39 *p 210 

配慮書への知事意見“事業実施想定区域が木曽川沿いに位置し

ているため特異な風向・風速を有すると考えられること、煙突の

高さが航空法の制限を受けるためダウンドラフト等により塩化水

素等の短期濃度が高くなることが懸念されることから、大気質に

ついて、適切な調査、予測及び評価の手法を検討すること。”への

見解は、“本事業の事業特性、地域特性から、特殊な気象条件下に

おける大気汚染物質による高濃度の影響が懸念されることを踏ま

え、大気質の調査、予測及び評価の手法について検討し、その結

果を第７章に記載しました。”とあるが、第７章 都市計画対象事

業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法

p213～270 では、その内容に全く触れていない。 

 記載してあるのは“調査及び予測の手法は、配慮書の内容を踏

まえるとともに、配慮書についての知事意見及び指針別表第２に

掲げられている参考手法を勘案しつつ、事業特性及び地域特性を

踏まえ、選定した。”p220 という見解と同じ文章をくり返している

だけである。木曽川沿いという特異な風向・風速、煙突高さを低

くせざるを得ないことによるダウンドラフト等による短期濃度上

昇という具体的な指摘に対し、どのように検討し、結果として、

予測の基本的な手法として、プルーム式及びパフ式を用いた拡散

シミュレーション p223 を選定したかについて触れるべきである。 

 そもそもの発端は、横浜環状道路（圏央道）対策連絡協議会が、

独自に現地で実験し「科学的にはもっと正しい方法がある」と公

害調停を申請した結果、2017年２月20日に公害調停合意が成立し、

「環境影響評価の大気汚染予測の方法について、科学的知見に基

づき最適な予測手法を用いるものとする。」と、これまで大気拡散

予測時に採用されている「プルーム・パフ」モデルではなく、３

次元流体モデルなど最適な方法を採用すべきという合意がされ

た。国土交通省からは「合意内容については誠実に対応していく」

とのコメントを引き出したものである。こうした経緯と国の動き

を調べ、予測手法の妥当性を検討すべきである。 

大気質の短期予測にあたって

は、「廃棄物処理施設生活環境影

響調査指針」（平成 18 年９月 環

境省）等のマニュアルを参考にす

るとともに、気象調査（地上気象、

上層気象）の観測結果も踏まえて、

予測を行いました。 

予測手法の選定理由等について

は、「第６章」及び「第８章 8.1

大気質」に記載しました。 

40 *p 210 

配慮書への知事意見“２)既存の２施設が１施設に集約され、ご

み収集車等の交通量が増加することが想定されることから、ごみ

収集車等の走行ルートに係る大気質、騒音及び振動の道路沿道へ

の影響に配慮した事業計画とするとともに、適切な調査、予測及

び評価の手法を検討すること。”への見解は、“…廃棄物運搬車両

等は、低公害車（最新規制適合車、低燃費車両等）を可能な限り

使用するよう努めるなど、道路沿道への影響に配慮した事業計画

とします。”と計画策定時における環境配慮事項と同じ文章になっ

ているが、知事は配慮書のこの部分を見て、不十分としてこのよ

うな意見を出したはずであり、それに対して同じ見解では知事意

見を完全に無視したことになる。可能な限りに加えて、努めるま

でついている。少なくとも”可能な限り…努める”は削除すべき

である。 

ご意見のP210に記載の知事意見

は、配慮書に対する知事意見です。

環境配慮事項の項目は方法書段階

で新たに追加となった項目であ

り、ご意見の配慮事項については、

配慮書に対する愛知県知事意見も

踏まえ、方法書の段階で記載した

ものです。 
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表4.2.1(13) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

41 *p 210 

配慮書への知事意見“事業実施想定区域は木曽川沿いに位置し

ており、主にシイ・カシ二次林で構成されていることから、動物、

植物及び生態系の影響に配慮した事業計画とするとともに、適切

な調査予測及び評価の手法を検討すること。”への見解は、“改変

面積はできる限り小さくし、保全の可能な部分については極力保

全を図るよう配慮するなど、動物、植物及び生態系の影響に配慮

した事業計画とします。また、動物、植物及び生態系の調査範囲

については、木曽川沿いも含んだ範囲とし、その他、調査、予測

及び評価の手法を検討し、その結果を第７章に記載しました。”と

あるが、配慮書に対する知事意見であるから、“改変面積はできる

限り小さくし”は配慮書以後の検討のはずである。しかし、今回

の方法書では、配慮書以後、改変面積を小さくする努力の結果が

ない。せいぜいわかるのは、計画施設への進入口の位置と施設場

内の搬入車両動線（想定）p27 程度であるが、敷地の北側 1/3 が残

る程度であり、その部分もシイ・カシ二次林を保全する計画とは

読み取れない。事業計画に、シイ・カシ二次林を“極力保全を図

る”ことが理解でき、かつ敷地境界に設置する緩衝緑地帯を含め、

シイ・カシの移植も含めた緑地計画を追加すべきである。 

配慮書段階から方法書段階にお

いて、事業実施区域をさらに精査

し、0.2ha ほど縮小しています。 

 また、ご意見の施設配置は、方

法書作成段階で建屋が設置可能な

案として作成したものです。ごみ

処理施設を供用するにあたって

は、工場棟だけでなく、ストック

ヤード、雨水流出抑制設備や来場

者用の駐車場、緩衝緑地帯など、

様々な設備を整備する必要があり

ますので、今後詳細な設計等を行

う中で、可能な限り建屋面積や事

業実施区域内における改変面積の

縮小、緩衝緑地帯の詳細を検討し

ます。 

４ 都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目並びに調査、予測及び評価の手法に関する意見 

（計 25 意見） 

（１）都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目の選定及び選定理由に関すること（計３意見） 

42 電波障害は予測しないのですか。 本環境影響評価は、「愛知県環

境影響評価指針」に沿って実施し

ており、電波障害については項目

とされていないため、環境影響評

価の中では実施しません。 

なお、今後、工事の実施段階で

必要に応じて調査の実施を検討し

ます。 

43 構造物の存在による地盤変形は考慮する必要はありませんか。 事業実施区域は、山地等ではな

く平坦な地形となっており、また、

工事に伴い土地の安全性（地盤変

形）を懸念するような大規模な造

成は行いません。なお、ごみピッ

トの施工については、適切な山留

工法を用い、安全性に十分配慮し

て実施します。 
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表4.2.1(14) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

44 *p 217 

環境影響評価の項目の選定・非選定理由で、水の汚れ（生物化

学的酸素要求量等）について、“プラント系排水…、排水処理を行

ったのち場内で使用する計画であり、公共用水域への排水は行わ

ない。生活排水については合併浄化槽で処理した後、雨水につい

ては一旦調整池にて貯留した後、事業実施区域周辺の既存の排水

路へ放流する計画であり、排水先に対する本事業における負荷量

はわずかであり、本事業による影響は小さいと考えられるため”

非選定としているが、主たる排水となる合併浄化槽で処理する生

活排水の内容を示さないまま、“排水先に対する本事業における

負荷量はわずか”と断定することはできない。環境影響評価の項

目として選定し、少なくとも、排水先の水質、水量を調査し、必

要な規模の合併浄化槽の人槽、水量、水質を決定し、排水先にど

の程度の影響が出るのかを予測・評価すべきである。 

 富栄養化についても、“水の汚れ（生物化学的酸素要求量等）の

項目と同様に、本事業による影響は小さいと考えられるため”非

選定としているが、同様の理由で選定すべきである。 

生活排水は合併処理浄化槽で適

正に処理した後、放流する計画で

あり、周辺環境への影響は小さい

と考えられることから評価項目と

して選定していません。 

 

 

（２）調査、予測及び評価の手法の選定並びに選定理由に関すること（計 22 意見） 

45 このところの全国の環境影響評価を見ていると、特に焼却施設

の環境影響評価は、設備機器の向上から環境への影響はほとんど

ないと思います。そのため、建設するために必要な書類を形式上

に作っているように見受けられます。 

適切な調査と正確な予測を実施してください。 

「愛知県環境影響評価指針」や

「廃棄物処理施設生活環境影響調

査指針（環境省）」などの各種マニ

ュアル等に基づき、適切な調査と

予測を実施しました。 

46 すべての予測については、環境保全措置を盛り込み予測してく

ださい。（安易に安全側の予測をしないでください。） 

予測にあたっては、「基本設計」

等での検討結果を踏まえ、現段階

で確実に実施する環境保全措置

（環境配慮事項）であり、予測に

反映可能なものについては盛り込

んで予測を行いました。 

事業計画策定時の環境配慮事項

は「第２章」に記載するとともに、

「第８章」では予測に反映した環

境配慮事項を整理しております。 

47 上層気象調査に流跡線調査を加えてください。 

拡散実験を実施してください。 

事業実施区域は、木曽川沿いの

平坦な地形であることから、ご指

摘の調査を実施しなくても問題な

いと考え、地上気象と上層気象調

査の実施により、現況を把握して

おります。 

48 大気の調査のうち周辺５地点については、地点間で測定日が異

なることが無いように調査してください。 

自動測定器は、乾式、湿式のどちらか一方に全地点を統一する

ようにしてください。 

周辺５地点における大気質調査

や上層気象調査は、各季とも同一

日で実施しました。 

また、自動測定機については全

地点乾式で統一して実施しまし

た。 
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表4.2.1(15) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

49 地点間及び計画地内での調査地点との間で風向、風速に相関が

みられない場合は、それを考慮して予測してください。 

現地での４季調査の結果、各地

点の季節別の風向・風速に同様の

傾向がみられ、また、事業実施区

域での気象調査結果は、上空の風

向・風速と相関がみられることを

確認しました。 

このため、事業実施区域での調

査結果を基に、大気質の予測を行

っております。 

50 １年を通じての気象調査の風向風速のデータを予測で使用する

のであれば、調査高さを考慮してください。 

風向風速計は、堤防道路の高さ

も確認のうえ、周辺の地形等の影

響が少ない高さとして地上 10ｍに

設置しました。 

上層気象調査結果も踏まえ検討

した結果、地上と上空の風向・風

速に相関がみられることを確認

し、地上気象調査結果から予測に

必要な上空の気象条件を整理し、

これを基に予測を行っておりま

す。 

51 *p 223,225 等 

調査、予測及び評価の手法（大気質）の窒素酸化物、浮遊粒子

状物質について、予測の基本的な手法は“プルーム式及びパフ式

を用いた拡散シミュレーションによる年平均値、１時間値の予測”

とあるが、知事意見の木曽川沿いの特異な風向・風速、煙突の高

さが航空法の制限を受けるためダウンドラフト等により短期濃度

が高くなる懸念から、大気質について、適切な調査、予測及び評

価の手法を検討することを、どのように判断して従来通りのプル

ーム式及びパフ式を用いたのかを説明する必要がある。そのなか

で、国と横浜環状道路（圏央道）対策連絡協議会で公害調停合意

が成立し、３次元流体モデルなど最適な方法を採用すべきという

合意がされたことへの判断も加えるべきである。 

短期予測にあたっては、「廃棄

物処理施設生活環境影響調査指針

（環境省）」等のマニュアルを参考

にするとともに、地上気象や上層

気象調査結果も踏まえて、予測を

行いました。 

予測手法の選定理由等について

は、「第６章」及び「第８章 8.1

大気質」に記載しました。 

52 *p 230 

有害物質等の評価の手法として、塩化水素の基準・目標につい

て“「大気汚染防止法に基づく窒素酸化物の排出基準の改定等につ

いて」（環境庁大気保全局長通達（昭和52年６月16日環大規第136

号））による塩化水素の目標環境濃度”とあるが、この通達では「目

標環境濃度は日本産業衛生学会「許容濃度に関する委員会勧告」

に示された労働環境濃度(上限値５ppm)を参考として、O.02ppm と

し、平均的な排出口高さを有する施設からの塩化水素の排出が、

拡散条件の悪い場合であってもこれを満足するよう排出基準値を

設定した。」とある。つまり、この目標環境濃度 O.02ppm から塩化

水素の排出基準値 700mg/ｍ3
N が逆算された。しかし、この目標環

境濃度 O.02ppm は労働環境濃度（上限値５ppm）の 0.4％を参考と

しただけであり、特に根拠のある数値ではないことに留意した評

価が必要である。 

大気質の評価にあたっては、整

合すべき基準等との対比という観

点から目標環境濃度 O.02ppm との

対比を行うとともに、環境影響の

回避・低減の観点から、現況から

の変化の程度を整理し、事業者の

実行可能な範囲で回避・低減が図

られているかについての評価を行

いました。 
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表5.2.1(16) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

53 *p 230 

有害物質等の評価の手法として、水銀の基準・目標について“「今

後の有害大気汚染物質対策のあり方について（第七次答申）」（平成

15 年環境省通知 環管総発第 03090004 号）による水銀の指針値”と

あるが、この通知では「長期曝露による健康影響を未然に防止する

観点から、水銀蒸気の長期曝露に係る指針値として、年平均値 O.04

μg/ｍ3 以下を提案する。」と、水銀蒸気の長期暴露に係る指針値を

示したもので、水銀の排出規制がガス状水銀と粒子状水銀の合算で

表示することとは異なっているため注意が必要である。 

 また、この通知では指針値を提案した後に「しかしながら、新生

仔期動物の曝露に対する感受性が高いというデータもあり、その定

量的評価が定まっていないことは、今後の検討に際して考慮すべき

点と考えられる。」と追加の注記があることに留意した評価が必要で

ある。 

大気質の評価にあたっては、整合

すべき基準等との対比という観点か

ら年平均値 O.04μg/ｍ3 との対比を

行うとともに、環境影響の回避・低

減の観点から、現況からの変化の程

度を整理し、事業者の実行可能な範

囲で回避・低減が図られているかに

ついての評価を行いました。 

54 *p 233 

建設作業等騒音の予測対象時期等が“建設機械の稼働に伴う騒音

に係る環境影響が最大となる時期”とあるが、主要な騒音発生源が

敷地境界に近い時、または最寄り住居側に近い時を追加すべきであ

る。事業地全体での騒音発生量が最大の時が、敷地境界での騒音最

大時にはならない例が多いので、注意が必要である。 

予測対象時期は、工事内容や建設

機械の稼働範囲も考慮の上、事業実

施区域全体での騒音発生量が最大の

時期を設定しました。 

 

55 *p 236 

道路交通騒音の評価の手法として、基準・目標は「騒音に係る環

境基準について」としているが、この環境基準は、①一般の環境基

準、②ただし書きの道路に面する地域の環境基準、③特例としての

幹線交通を担う道路に近接する空間の環境基準があり、幹線交通を

担う道路としては、中央環境審議会の答申を経た環境省の告示では

なく、2001 年１月５日環大企第３号で通知されているだけであり、

高速道路、国道、県道、４車線以上の市道などである。今回の５地

点はいずれも県道であるため、特例の環境基準を当てはめることに

なる。しかし、この特例の環境基準は、広島高裁判決(2010 年５月

20 日)の最高裁決定により「昼間屋外値が LAeq65dB を超える揚合…

受忍限度を超える聴取妨害としての生活妨害の被害が発生している

と認められる」とし、損害賠償を認容し、損害賠償に関する騒音の

基準は完全に確定した。判決で確定した受忍限度を５dB 上回るよう

な特例の環境基準は廃止すべきものであることを理解したうえで、

評価をすべきである。 

現地調査の結果も踏まえ、いずれ

の地点も幹線交通を担う道路に近接

する空間の値を設定しました。 

工事用車両や関係車両の走行によ

る騒音の増加を低減できるよう、２

市２町及び組合で協力し、低公害車

の使用や適切な運行計画の策定等の

措置を講じてまいります。 

56 道路交通騒音については、そろそろ新しいモデル「ASJ RTN 

Model-2018」が出そうなので評価書提出時に新しいモデルが発表さ

れていれば用いてください。 

道路交通騒音については、新たに

公表された「ASJ RTN-Model 2018」

を用いて予測を行いました。また、

その旨を「第７章」及び「第８章 8.2

騒音及び超低周波音」にも記載しま

した。 

57 低周波音については、同規模（出れば処理方法も同じ）の類似施

設でいくつか測定したデータも含めて予測してください。 

低周波音については定量的な予測

が実施できないことから、類似施設

での調査結果を踏まえた定性的な予

測を行いました。 

なお、現段階は３処理方式を候補

としていることから、類似施設の調

査結果については３方式すべての処

理方式を対象とし、処理量が同等以

上の施設を選定しました。 
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表4.2.1(17) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

58 *p 237 

低周波音の評価の手法として、“事業者の実行可能な範囲内で出来

る限り回避又は低減されているかどうかについて見解を明らかにす

る。”だけで、通常の項目にある基準・目標がない。しかし、環境省

は「低周波音問題対応の手引書（平成 16 年６月）」で、物的苦情に関

する参照値、心身に係る苦情に関する参照値を示している。この参照

値を基準・目標とすべきである。 

なお、この手引きの参照値の留意事項で「本参照値は、低周波音に

よると思われる苦情に対処するためのものであり、対策目標値、環境

アセスメントの環境保全目標値、作業環境のガイドラインなどとして

策定したものではない。」とあるが、苦情の発生の可能性を評価する

ための参照値として十分耐えうるものであり、他の事業者も環境影響

評価の基準並みに扱っている。リニア新幹線の環境影響評価では、こ

の値で評価している。また、同時期に先行している豊橋田原ごみ処理

施設（業務委託者は、同じ八千代エンジニヤリング株式会社名古屋支

店）でも、準備書（2019 年１月）で手引書の心身に係る苦情に関する

参照値との比較をしている。 

ご意見も踏まえ、「心身に係る

苦情に関する参照値」との比較も

行いました。 

また、その旨を「第７章」及び

「第８章 8.2 騒音及び超低周波

音」にも記載しました。 

59 *p 240 

建設作業等振動の予測対象時期等が“建設機械の稼働に伴う振動に

係る環境影響が最大となる時期”とあるが、主要な振動発生源が敷地

境界に近い時、または最寄り住居側に近い時を追加すべきである。事

業地全体での振動発生量が最大の時が、敷地境界での振動最大時には

ならない例が多いので、注意が必要である。 

予測対象時期は、工事内容や建

設機械の稼働範囲も考慮の上、事

業実施区域全体での振動発生量が

最大の時期を設定しました。 

60 *p 241 

施設からの振動の評価の手法で、基準・目標に、振動規制法と県生

活保全条例の規制基準がかかげてあるが、法規制を守るのは当たり

前、このような値以下だから問題なしとするようでは環境影響評価の

意味がない。削除すべきである。 

 また、基準・目標に、“振動の感覚閾値”があるが、振動について

は環境基本法に基づく環境基準は設定されていないため、この振動の

感覚閾値で比較することは適切と思われる。規制基準を削除し、振動

の感覚閾値だけで評価すべきである。 

評価については、法令等の基準

等との整合が図られているかと事

業者の実行可能な範囲で影響を回

避・低減しているかの２つの観点

から行うことを基本としていま

す。 

ご意見のとおり、施設の運営に

あたって法規制を遵守することは

当たり前ですが、遵守できる施設

であることをお示しすることも、

環境影響評価で実施すべきことと

考えております。 

なお、施設からの振動について

は自主規制値を新たに設定したた

め、自主規制値との比較も行って

います。 

61 *p 243 

道路交通振動の評価の手法で、基準・目標が“「道路交通振動の要

請限度」”となっているが、これは、振動規制法第 16 条で「限度を超

えていることにより道路の周辺の生活環境が著しく損なわれている

と認めるときは、道路管理者に対し当該道路の部分につき道路交通振

動の防止のための舗装、維持又は修繕の措置を執るべきことを要請

し、又は都道府県公安委員会に対し道路交通法の規定による措置を執

るべきことを要請するものとする。」という重大事態であり、このよ

うな値を満足するから問題ないと評価するような環境影響評価なら

必要なくなる。環境基準がないし、規制基準もないが、もっと緩やか

でも要請限度で評価しようという姿勢は間違いである。少なくとも、

施設からの振動の評価で用いる“振動の感覚閾値”とすべきである。 

ご意見も踏まえ、「振動の感覚

閾値」との比較も行いました。 

また、その旨を「第７章」及び

「第８章 8.3 振動」にも記載しま

した。 
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表4.2.1(18) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

62 *p 247 

掘削・盛土等の土工による水の濁り(浮遊物質量)の評価の手法

が、“事業者の実行可能な範囲内で出来る限り回避又は低減され

ているかどうかについて見解を明らかにする。”だけで、通常の項

目にある基準・目標がない。しかし、水の濁り(浮遊物質量)につ

いては環境基準が定められているため、水素イオン濃度の評価の

手法の基準・目標と同じく「水質汚濁に係る環境基準について」

を追加すべきである。 

環境基準は通常の状態を基本と

していることから、濁水時など特

異な状況について用いることは適

切ではないと考えております。 

工事の実施にあたっては、現地

調査結果も踏まえた十分な容量の

仮設沈砂池を設置するなど、適切

な環境保全措置を講じてまいりま

す。 

63 *p 249   

掘削・盛土等の土

工で、有害物質によ

る土壌汚染の調査

場所が“土地利用の

状況等を考慮して

設定した事業実施

区域内の３地点”と

あるが、地下水位の

調査地点 p255 と異

なっている。この地

下水位調査地点は

“事業実施区域のうち、掘削深さが最も深くなると想定されるご

みピット付近の観測井戸１地点”p253 ということなので、ごみピ

ットのための掘削土壌が発生する場所であり、土地利用の状況等

を考慮して設定する以上、ごみピット付近のこの地点は土壌汚染

の調査場所として追加すべきである。 

 また、調査地点１,２,３がそれぞれどのような土地利用が予定

されているので選定したのかの理由を示すべきである。それなり

の土地利用計画が示されていないので断定できないが、配慮書の

複数案 p23 で見る限りでは、調査地点１,２,３は、新設建物の位

置から外れており、もし、掘

削するとしてもそれほどの

量ではないと思われる。土壌

汚染で重要なのは、掘削土が

汚染されている場合にどう

処理するかであり、掘削土の

土壌汚染を重点的に調査す

べきである。 

壌環境の調査地点については住

民の方からの懸念の声も踏まえ、

環境影響評価項目として選定した

ものであり、住民の方からご意見

のあった地点を調査地点として設

定しています。なお、地点２につ

いてはごみピット付近となる地下

水位、地下水質調査地点と同様の

地点に変更しました。 

事業実施区域については、土壌

汚染対策法に基づく届出及び県民

の生活環境の保全等に関する条例

に基づく地歴調査の報告対象とな

ることから、工事着手前に法令に

基づく調査を実施します。 
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表4.2.1(19) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

64 *p 254 

地下水の状況及び地下水質の評価の手法が“事業者の実行可能

な範囲内でできる限り回避又は低減されているかどうかについて

見解を明らかにする。“とあるが、これでは不十分である。地下水

質の環境基準が有害物質、ダイオキシン類について定められてい

るため、基準・目標として、水質の環境基準、ダイオキシン類（地

下水）の環境基準を追加すべきである。 

 配慮書への意見“事業実施想定区域内の南西地域にある民間ご

み集積場土地は、過去に穴が掘られ産廃等のごみが廃棄されてい

たとの近隣住民の証言がある。実施想定区域内の北側部分でも同

様の住民の証言がある。”p205 への見解ではこの事実関係について

触れていない。 

 現に、知多南部クリーンセンターは、2007 年に建設予定地を半

田市クリーンセンター敷地内の最終処分場跡地（旧法処分場跡地）

に決定し、新たなごみ処理施設の環境影響評価の手続きを開始し

たが、旧法処分場跡地内の廃棄物層保有水から、ダイオキシン類

等が検出された。対策工事費等も膨大になるため２市３町で改め

て検討することとし、武豊町地内を代替地にするという合意を得

た。やっと 2015 年７月に、場所を変更した方法書が公表され、2017

年 11 月に準備書が公表された。環境影響評価書が完成したのは

2018 年８月である。しかし、この武豊町の予定地でもダイオキシ

ン類とフッ素の地下水質が環境基準をこえているため、現在もモ

ニタリングを続けている。こうした事態にならないよう、方法書

段階でしっかりした調査をすることを決めておく必要がある。 

配慮書に対する意見にある地点

については、土壌環境の項目の中

で調査地点として選定し、土壌の

調査を実施しています。その結果、

土壌汚染に係る環境基準値等を超

過する値はみられませんでした。 

本事業については、基本的に地

下水質に影響を及ぼすような行為

は行わないため、定性的な予測・

評価を行っていますが、事業実施

区域は土壌汚染対策法に基づく届

出及び県民の生活環境の保全等に

関する条例に基づく地歴調査の報

告対象となることから、工事着手

前に調査を実施し、汚染が確認さ

れた場合には、適切な対策を講じ

る計画としております。 

 

65 *p 256 

日照阻害の予測方法が“時刻別日影図及び等時間日影図の作成

による”とだけあるが、日影規制の対象となる平均地盤面＋４ｍ

とするのが通例である。日影規制の対象の平均地盤面＋４ｍでは、

法律を守っているかどうかを判断するだけであり、環境影響評価

をする意味がない。法律を守るのは当たり前のことである。“事業

実施区域は主にシイ・カシ二次林で、…周囲は市街地及び耕作地

が多い地帯”p78 であるため、知事からも“動物、植物及び生態系

の影響に配慮した事業計画とするとともに、適切な調査予測及び

評価の手法を検討すること。”と特別に意見が出されている。この

趣旨に従い、高さ４ｍではなく、地表面での予測・評価を行うべ

きである。植物とっては日照が非常に大切である。 

 また、その意味でも評価の手法の基準・目標が“「建築基準法」

及び「愛知県建築基準条例」に基づく日影規制“だけでは不十分

である。 

日照阻害については、日影によ

る周辺住居への影響を基本として

いることから、日影規制の対象と

なる平均地盤面＋４ｍとし、日影

の影響が最も大きくなる冬至日に

おける影響を予測しており、予測

の結果、長時間影がかかる範囲は

建物周囲に留まるものとなりま

す。 

春・秋分及び夏至の時期につい

ては、更に日影の範囲が小さくな

ることから、植物への影響は小さ

いものと考えます。 

今後、詳細設計の段階では、建

築物を可能な限り小さくできるよ

う検討を行ってまいります。 
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表4.2.1(20) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

66 *p 262 

図 7.2.9 動植物の調査地

域で、鳥類のラインセンサ

スルートが事業予定地内に

１本、事業予定地北側のケ

ネザサーコナラ群集を中心

に１本計画されているが、

“事業実施区域及び周囲約

200m の範囲を基本とし、現

地の状況を考慮して、隣接

する木曽川沿いの河畔林の

特性を把握可能な範囲”

p257 と矛盾している。ヤナ

ギ低木群落（図のピンク色）

とオギ群落（図の黄色）の一部をかすめて哺乳類～昆虫類の任意探査

だけであるし、ヤナギ低木群落とオギ群落も鳥類のラインセンサスル

ートに追加すべきである。 

 これらオギ群落やヤナギ低木群落には“河川敷や水田等耕作地を利

用するサギ科、クイナ科、チドリ科の種や、雑木林や草地に生息する

キツツキ科、ヒタキ科、ホオジロ科の種が多く確認されている。”p63

ため、その実態を正確に把握する必要がある。 

ラインセンサスルートは調査

範囲の代表的な場所に設定した

ものであり、この他に任意観察

により、調査実施時の現地の状

況も踏まえながら、踏査可能な

場所を網羅的に調査しました。 

５ その他の事項に関すること（計５意見） 

67 *p 273～287 

用語解説があるが、その出典を明記すべきである。環境影響評価の

手続き中で 2019 年 1 月に準備書を公表した豊橋田原ごみ処理施設の

委託業者は、今回の尾張北部環境組合ごみ処理施設と同じ八千代エン

ジニヤリング株式会社名古屋支店であるが、豊橋田原ごみ処理施設の

用語解説では、最後に出典として、:「環境アセスメント用語集」（環

境 影 響 評 価 情 報 支 援 ネ ッ ト ワ ー ク ホ ー ム ペ ー ジ

http://www.env.go.jp/policy/assess/6term/index.html）と「EIC ネ

ット環境用語集」（一般財団法人環境イノベーション情報機構ホーム

ページ http://www.eic.or.jp/ecoterm/）が記載されている。 

 例えば、「環境振動」、「寄与濃度」、「自動撮影法」、「大気汚染常時

監視測定局」、「任意観察法」、「任意採集法」、「ポイントセンサス

法」、「目撃法」、「有害物質」、「有害大気汚染物質」は「環境アセスメ

ント用語集」、「EIC ネット環境用語集」にもないが、出典は何か。 

「要請限度」は「環境アセスメント用語集」で「対策を講じるよう

要請することができるとしている。」と間違った説明がしてある。さ

すがに方法書ではそのままではなく、騒音、振動共に“要請するもの

としている”と若干の修正をしている。 

 必要な用語について正確な情報を記載すべきである。 

用語の解説については「環境

アセスメント用語集」、「EIC ネ

ット環境用語集」やその他の専

門書等の文献を参考に、住民の

方にわかりやすくなるよう作成

しているため、必ずしも各文献

に記載の内容をそのまま引用し

ているものではありません。な

お、用語の解説は条例等で規定

されるものではなく、事業者の

意向で作成しているものです。 

68 意見をと云う事ですので、愛知県の建設部長さんが、住民や関係機

関との合意形成が図られるよう努めて下さいと書いてあります。小渕

地区に来てお話しをして下さい。 

方法書に関する説明会につい

ては江南市、扶桑町及び岐阜県

各務原市の３会場で実施しまし

た。準備書に関する説明会も同

様の会場で実施することを予定

しています。 

69 環境保全の意見ではないですが、ほかの環境影響評価では要約版の

ほかに、配布用の「あらまし」(Ａ３を２枚つなげたぐらいの見開き)

を配布してください。 

江南市のホームページにおい

て、方法書及び要約版を掲載し

ているので、そちらをご覧くだ

さい。 
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表4.2.1(21) 方法書についての意見の概要及び都市計画決定権者の見解 

番号 意見書の意見の概要 都市計画決定権者の見解 

70 事後調査(工事中、供用後)の適切な時期、計画を明確にしてく

ださい。 

調査、予測、評価結果を踏まえ

検討し、効果に係る知見が不十分

な環境保全措置を講ずる計画であ

ることから経過的な観察が必要と

なるものについて、事後調査を行

うこととしました。その内容は「第

10 章」に記載しました。 

71 建設北側の廃物の交渉は大変かと思われるが地主に付加価値的

な建設物はないものか。 

 （具体的には焼却炉からの湯） 

北側の焼却炉跡地については、

事業実施区域外であるため、見解

は控えさせていただきます。 
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第5章 方法書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

方法書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解は、表 5.1(1)～(4)に示すと

おりである。 

注）本章は環境影響評価準備書の内容をそのまま抜粋しており、都市計画決定権者の見解中「第●章」は環境

影響評価準備書の章番号を示している。 

 

 

表 5.1(1) 方法書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

都市計画決定権者は、以下の事項について十分に

検討した上で、適切に環境影響評価を実施し、その

結果を踏まえ環境影響評価準備書（以下「準備書」

という。）を作成する必要がある。 

方法書に関する愛知県知事意見を十分に検討し

た上で、適切に環境影響評価を実施し、その結果を

踏まえ、準備書を作成しました。 

１ 全般的事項 

(1)事業計画及び工事計画の具体化に当たっては、

環境の保全に関する最新の知見を考慮し、最善

の利用可能技術を導入するなど、より一層の環

境影響の低減について検討すること。 

事業計画の具体化にあたっては、環境の保全に関

する最新の知見等も踏まえ、周辺環境への影響を可

能な限り低減するため、計画施設における公害防止

基準の検討を行いました。 

その結果、排出ガス、悪臭、騒音、振動について、

法令等よりも厳しい自主規制値を定めることとし、

これを遵守し運転を行っていく計画としました。特

に、大気質については、大気汚染防止法等の規制基

準等に比べ、より厳しい値としています。なお、自

主規制値の設定にあたっては、地元地区（江南市中

般若区、草井区、般若区、扶桑町山那区、小淵区、

南山名区）と協議を行い、それぞれの地区と公害防

止協定を締結いたしました。 

また、工事計画については、現時点で民間事業者

の選定を行っている段階であり、施工業者が決まっ

ておりませんが、本環境影響評価の予測・評価結果

を踏まえ、より一層の環境影響の低減について検討

してまいります。 

(2)新たなごみ処理施設（以下「計画施設」という。）

の処理方式は、３つの処理方式の中から今後検

討して決定するとしているが、決定に係る比較

検討の経緯及び内容をわかりやすく示すこと。 

 なお、準備書作成までに処理方式が決定して

いない場合には、処理方式ごとに排出ガス等の

諸元を適切に設定の上、予測及び評価を行うこ

と。 

計画施設の処理方式の検討の経緯については、
「第２章」に示しました。なお、本事業では、可燃
ごみ処理施設の事業方式を DB+O 方式とし、民間事
業者に設計・建設を性能規定により一括発注するこ
とにより、民間のノウハウを活かした事業コストの
削減と、より質の高い公共サービスの提供を目指す
こととしました。このため、準備書段階においては、
３つの処理方式から１つの方式に絞り込んでおり
ません。 
環境影響評価の実施にあたっては、評価項目ごと

に処理方式による影響の差異の有無を検討の上、必
要と考えられる項目について、各処理方式での予測
の諸元を設定し、原則として影響が最も大きくなる
と推定される方式について予測及び評価を行いま
した。 
予測評価の対象とした処理方式の設定方法等は、

環境影響評価項目ごとに整理し、「第７章」に示し
ました。 
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表 5.1(2) 方法書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

(3)調査地点及び予測地点について、適切に設定

するとともに、その理由をわかりやすく示す

こと。 

調査地点及び予測地点については、事業計画や現地
の状況、住民意見等を勘案し設定しました。設定理由
については、「第８章」の各項目に示しました。 

(4)環境影響評価の実施中に環境への影響に関

し新たな事実が生じた場合等においては、必

要に応じて、選定された項目及び手法を見直

し、適切に調査、予測及び評価を行うこと。 

現地調査を実施する中で、希少猛禽類であるオオタ

カの飛翔や生態系上位種となるホンドキツネの営巣が

確認されたことから、専門家へのヒアリングを行った

うえで追加調査を実施し、環境保全措置の検討を行っ

た上で、予測及び評価を行いました。 

２ 大気質、騒音及び超低周波音、振動、悪臭 

(1)事業実施区域が木曽川沿いに位置している

ため特異な風向・風速を有すると考えられる

こと、煙突の高さが航空法の制限を受けるた

めダウンドラフ卜等により塩化水素等の短

期濃度が高くなることが懸念されることか

ら、大気質について、適切に調査、予測及び

評価を行うこと。 

事業実施区域は木曽川沿いに位置しており、特異な

風向・風速を有することも考えられることから、地上

の風向・風速については事業実施区域において１年間

の調査を実施するとともに、４季の上層気象調査を実

施し、現地の気象の状況を確認しました。 

その結果、地上と上空の風向については、基本的に

同様の傾向となっていたことから、地上気象調査結果

を基礎データとして大気質の予測を行いました。 

また、塩化水素等について、短期濃度の予測につい

ても、現地の気象調査結果を基に予測を行い、その結

果を「第８章 8.1 大気質」に示しました。 

(2)既存の２施設を１施設に集約して計画施設

が建設され、廃棄物運搬車両等の交通量が増

加することが想定されることから、大気質、

騒音及び振動の道路沿道への影響について、

適切に調査、予測及び評価を行うこと。 

 また、道路沿道の環境に十分配慮した廃棄

物運搬車両等の運行計画を作成するよう構

成市町に働きかけること。 

本事業の実施により、廃棄物運搬車両等による交通

量の増加が想定される主な走行経路沿道の５地点にお

いて、大気質、騒音及び振動の調査、予測及び評価を

行いました。 

また、廃棄物運搬車両について、搬入及び搬出時間

の分散化や朝・夕の交通量増加時には廃棄物運搬車両

台数を抑えるなど、２市２町及び尾張北部環境組合で

協力し、適切な運行計画を策定してまいります。さら

に、低公害車（最新規制適合車、低燃費車両等）を可

能な限り使用するよう努めるなど、道路沿道環境への

影響を可能な限り低減できるような計画としてまいり

ます。 

(3)事業実施区域の近隣に住居が存在すること

から、施設の供用による騒音及び低周波音、

振動並びに悪臭について、適切に調査、予測

及び評価を行うこと。 

事業実施区域の近隣に住居が存在することから、騒

音及び低周波音、振動並びに悪臭については、敷地境

界での調査のほか近隣の住宅地付近でも調査を実施

し、予測・評価を行いました。 

また、施設の供用による騒音、振動及び悪臭につい

ては、法令等に基づく規制基準よりもさらに厳しい値

を自主規制値として設定し、これを遵守する計画とし

ております。さらに、設備機器類については、低騒音

型・低振動型機器の採用に努めるとともに、建屋内へ

の配置を基本とするなど、近隣の住居に配慮し、周辺

環境への影響を可能な限り低減できるような計画とし

てまいります。 
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表5.1(3) 方法書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

３ 地盤・土壊 

掘削・盛土等の土工に係る土壊環境の現地調

査について、掘削が想定される位置及び深度を

考慮して、調査地点及び調査深度を適切に設定

すること。 

事業実施区域の過去の土地利用の状況をみると、主

に農用地や樹林地となっています。 

土壌環境については住民の方からの懸念の声も踏ま

え、環境影響評価項目として選定したものであり、住

民の方からご意見のあった地点を調査地点として設定

しています。なお、地点２については、ごみピット付

近となる地下水位、地下水質調査地点と同様の地点に

変更しました。 

調査深度は、土壌については、段階的に調査を行う

こととし、表層（地上から 15㎝程度）の調査を実施し

ました。地下水については、地下水位やごみピットの

掘削深度を考慮し、地上から６ｍ程度の位置で採水を

行いました。調査結果は、土壌、地下水ともに環境基

準を満足しており、これらの調査結果及び過去の土地

利用状況を勘案し、土壌の深度方向の調査は不要であ

ると判断し、表層のみの調査としました。 

なお、事業実施区域は、土壌汚染対策法に基づく届

出及び県民の生活環境の保全等に関する条例に基づく

地歴調査の報告対象となることから、工事着手前に調

査を実施する計画としています。 

４ 動物、植物、生態系 

事業実施区域は木曽川沿いに位置しており、

主にシイ・カシ二次林で構成されていることか

ら、工事の実施及び施設の存在による動物、植

物及び生態系への影響について、適切に調査、

予測及び評価を行うこと。 

なお、現地調査において重要な種が確認され

た場合には、必要に応じて専門家等の指導、助

言を得ながら、適切な環境保全措置を検討する

こと。 

事業実施区域は木曽川沿いに位置しており、主にシ

イ・カシ二次林で構成されていることを踏まえ、動物、

植物及び生態系の調査範囲については、木曽川沿いも

含んだ範囲としました。 

また、現地調査において希少猛禽類であるオオタカ

の飛翔や生態系上位種となるホンドキツネの営巣が確

認されたことから、専門家へのヒアリングを行ったう

えで追加調査を実施し、環境保全措置や事後調査計画

の検討を行いました。 

５ 景観 

事業実施区域の近隣に住居が存在することか

ら、建屋や煙突（以下「建屋等」という。）によ

る圧迫感が懸念されるため、適切に調査、予測

及び評価を行うこと。 

なお、建屋等の形状、色彩等の検討に当たっ

ては、周辺景観と調和したものとなるように努

めること。 

事業実施区域の近隣に住居が存在することから、西

側や南側の最寄の住宅地付近に調査地点を設定しまし

た。さらに、施設配置等も勘案し、西側にある最寄住

居付近の地点を追加し、調査、予測及び評価を行いま

した。 

なお、本事業は、民間事業者に設計・建設を性能規

定により一括発注する方式としており、現時点で事業

者が決まっておりませんが、今後、詳細な検討を行う

にあたり、建屋等の形状や色彩等については周辺景観

と調和したものとなるように努めるとともに、緩衝緑

地帯の設置など、景観への影響に配慮した計画として

まいります。 
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表5.1(4) 方法書についての愛知県知事の意見及び都市計画決定権者の見解 

愛知県知事の意見 都市計画決定権者の見解 

６ 温室効果ガス等 

計画施設から発生するエネルギーの有効利用

を行い、温室効果ガス等の低減に努め、適切に

予測及び評価を行うこと。 

尾張北部環境組合では、計画施設の整備方針として、
「ごみ処理時に発生する熱エネルギーを有効に回収
し、積極的に再利用できる施設の実現」を掲げ、廃棄
物発電設備の導入、焼却に伴う廃熱の有効利用など、
温室効果ガスの低減に努めることを計画しています。 
また、温室効果ガス等については、施設で使用する

エネルギーにより発生する温室効果ガスとともに、廃

棄物発電により発生する電力等による温室効果ガスの

削減効果も含めて予測、評価を行い、「第８章 8.15

温室効果ガス等」に示しました。 

７ その他 

準備書の作成に当たっては、住民等の意見を

十分に検討するとともに、わかりやすい図書と

なるよう努めること。 

準備書の作成に当たっては、住民等の意見を十分に

検討したうえで、図表等を用いる、専門的な用語には

解説を付けるなど、わかりやすい図書となるよう努め

ました。 
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第6章 都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目の選定及びその選定理由等 

6.1 都市計画対象事業に係る環境影響評価の項目の選定及び選定理由 

 

環境影響評価項目は、「環境影響評価指針」（平成 11 年 愛知県告示第 445 号）の別表第１の参

考項目を勘案しつつ、事業特性及び地域特性を踏まえ選定した。 

本事業に伴う一連の諸行為等のうち、指針別表第１に掲げられている環境影響を及ぼすおそれ

のある要因（以下「影響要因」という。）を、「工事の実施」、「土地又は工作物の存在」（以下「施

設の存在」という。）及び「土地又は工作物の供用」（以下「施設の供用」という。）の各段階につ

いて抽出し、指針別表第１に掲げられている環境の構成要素（以下「環境要素」という。）のうち、

抽出した影響要因により影響を受けるおそれがあり、調査、予測及び評価を行う必要があると考

えられる項目として、大気質、騒音及び超低周波音、振動、悪臭、水質、地盤・土壌、地下水の

状況及び地下水質、日照阻害、動物、植物、生態系、景観、人と自然との触れ合いの活動の場、

廃棄物等、温室効果ガス等を選定した。 

影響要因と環境要素の関連及び環境影響評価の項目は表 6.1.1 に、環境影響評価の項目を選定

した理由及び指針の参考項目であっても非選定とした理由は、表 6.1.2(1)～(5)に示すとおりで

ある。 
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表6.1.1 環境影響評価の項目の選定 

影響要因の区分  

 

 

 

 

 

 

環境要素の区分 

工事の実施 

施
設
の
存
在 

施設の供用 

資
材
等
の
搬
入
及
び
搬
出 

建
設
機
械
の
稼
働
等 

掘
削
・
盛
土
等
の
土
工 

地
形
改
変
並
び
に
施
設
の
存
在 

ば
い
煙
の
排
出 

機
械
等
の
稼
働 

汚
水
の
排
出 

廃
棄
物
等
の
搬
入
及
び
搬
出 

施
設
か
ら
の
悪
臭
の
漏
洩 

環境の自然的構成要素
の良好な状態の保持を
旨として調査、予測及
び評価されるべき環境
要素 

大気質 

硫黄酸化物     ◎     

窒素酸化物 ○ ○   ◎   ○  

浮遊粒子状物質 ○ ○   ◎   ○  

粉じん等 ○ ○ ○       

有害物質等     ◎     

騒音及び 
超低周波音 

建設作業等騒音  ○        

施設からの騒音      ○    

道路交通騒音 ○       ○  

低周波音      〇    

振 動 

建設作業等振動  ○        

施設からの振動      ○    

道路交通振動 ○       ○  

悪 臭 特定悪臭物質、臭気指数         ○ 

水 質 

水素イオン濃度   ○       

水の汚れ(生物化学的酸
素要求量等) 

         

水の濁り(浮遊物質量)   ○       

富栄養化          

有害物質等          

地形及び地質 重要な地形及び地質          

地盤・土壌 土壌環境   ○       

地下水の状況 
及び地下水質 

地下水の状況   ○ ○      

地下水質   ○       

日照阻害    ○      

生物の多様性の確保及
び自然環境の体系的保
全を旨として調査、予
測及び評価されるべき
環境要素 

動 物 
重要な種及び注目すべき 
生息地 

 ○ ○ ○      

植 物 重要な種及び群落   ○ ○      

生態系 地域を特徴付ける生態系  ○ ○ ○      

人と自然との豊かな触
れ合いの確保及び地域
の歴史的・文化的特性
を生かした快適な環境
の創造を旨として調
査、予測及び評価され
るべき環境要素 

景 観 
景観資源及び主要な眺望
点並びに主要な眺望景観 

   ◎      

人と自然との触れ
合いの活動の場 

主要な人と自然との触れ
合いの活動の場 

〇   ○    〇  

地域の歴史的文化的特性を生かした環境の
状況 

         

環境への負荷の量の程
度により予測及び評価
されるべき環境要素 

廃棄物等 
廃棄物     ○ ○ ○   

残土その他の副産物   ○       

温室効果ガス等 温室効果ガス等 ○ ○   ○ ○  ○  

注）表中の「〇」は選定した項目を、「◎」は配慮書においても選定した項目を、網掛けは指針別表第１に掲げられている参考

項目を示す。 
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表6.1.2(1) 環境影響評価の項目の選定・非選定理由 

項目 選定 
非選定 

選定する理由または選定しない理由 
環境要素の区分 影響要因の区分 

大
気
質 

硫黄酸化物 ばい煙の排出 ○ 

ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働
に伴い排出される排出ガス中に含まれる硫黄
酸化物が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあ
るため。 

窒素酸化物 

資材等の搬入及び
搬出 

○ 

工事の実施において、資材等運搬車両等の走
行に伴い排出される排出ガス中に含まれる窒
素酸化物が周辺環境に影響を及ぼすおそれが
あるため。 

建設機械の稼働等 ○ 
工事の実施において、建設機械の稼働に伴い

排出される排出ガス中に含まれる窒素酸化物
が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため。 

ばい煙の排出 ○ 

ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働
に伴い排出される排出ガス中に含まれる窒素
酸化物が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあ
るため。 

廃棄物等の搬入及
び搬出 

○ 

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物運搬
車両等の走行に伴い排出される排出ガス中に
含まれる窒素酸化物が周辺環境に影響を及ぼ
すおそれがあるため。 

浮遊粒子状 
物質 

資材等の搬入及び
搬出 

○ 

工事の実施において、資材等運搬車両等の走
行に伴い排出される排出ガス中に含まれる浮
遊粒子状物質が周辺環境に影響を及ぼすおそ
れがあるため。 

建設機械の稼働等 ○ 

工事の実施において、建設機械の稼働に伴い
排出される排出ガス中に含まれる浮遊粒子状
物質が周辺環境に影響を及ぼすおそれがある
ため。 

ばい煙の排出 ○ 

ごみ処理施設の供用時において、施設の稼働
に伴い排出される排出ガス中に含まれる浮遊
粒子状物質が周辺環境に影響を及ぼすおそれ
があるため。 

廃棄物等の搬入及
び搬出 

○ 

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物運搬
車両等の走行に伴い排出される排出ガス中に
含まれる浮遊粒子状物質が周辺環境に影響を
及ぼすおそれがあるため。 

粉じん等 

資材等の搬入及び
搬出 

○ 
工事の実施において、資材等運搬車両等の走

行に伴い発生する粉じんが周辺環境に影響を
及ぼすおそれがあるため。 

建設機械の稼働等 ○ 
工事の実施において、建設機械の稼働に伴い

発生する粉じんが周辺環境に影響を及ぼすお
それがあるため。 

掘削・盛土等の 
土工 

○ 
工事の実施において、掘削・盛土の土工に伴

い発生する粉じんが周辺環境に影響を及ぼす
おそれがあるため。 

注）表中の「〇」は選定した項目を、「－」は非選定とした項目を示す。 



 

- 63 -  

表6.1.2(2)  環境影響評価の項目の選定・非選定理由 

項目 選定 
非選定 

選定する理由または選定しない理由 
環境要素の区分 影響要因の区分 

大
気
質 

有害物質等 ばい煙の排出 ○ 

ごみ処理施設の供用時において、施設の
稼働に伴い排出される排出ガス中に含まれ
る有害物質が周辺環境に影響を及ぼすおそ
れがあるため。 

騒
音
及
び
超
低
周
波
音 

建設作業等騒音 建設機械の稼働等 ○ 
工事の実施において、建設機械の稼働に

伴い発生する騒音が周辺環境に影響を及ぼ
すおそれがあるため。 

施設からの騒音 機械等の稼働 ○ 
ごみ処理施設の供用時において、施設の

稼働に伴い発生する機械等の騒音が周辺環
境に影響を及ぼすおそれがあるため。 

道路交通騒音 

資材等の搬入及び
搬出 

○ 
工事の実施において、資材等運搬車両等

の走行に伴い発生する道路交通騒音が周辺
環境に影響を及ぼすおそれがあるため。 

廃棄物等の搬入及
び搬出 

○ 

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物
運搬車両等の走行に伴い発生する道路交通
騒音が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあ
るため。 

低周波音 機械等の稼働 ○ 
ごみ処理施設の供用時において、施設の

稼働に伴い発生する機械等の低周波音が周
辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため。 

振
動 

建設作業等振動 建設機械の稼働等 ○ 
工事の実施において、建設機械の稼働に

伴い発生する振動が周辺環境に影響を及ぼ
すおそれがあるため。 

施設からの振動 機械等の稼働 ○ 
ごみ処理施設の供用時において、施設の

稼働に伴い発生する機械等の振動が周辺環
境に影響を及ぼすおそれがあるため。 

道路交通振動 

資材等の搬入及び
搬出 

○ 
工事の実施において、資材等運搬車両等

の走行に伴い発生する道路交通振動が周辺
環境に影響を及ぼすおそれがあるため。 

廃棄物等の搬入及
び搬出 

○ 

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物
運搬車両等の走行に伴い発生する道路交通
振動が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあ
るため。 

悪
臭 

特定悪臭物質、 
臭気指数 

施設からの悪臭の
漏洩 

○ 
ごみ処理施設の供用時において、施設の

稼働に伴い施設から漏洩する悪臭が周辺環
境に影響を及ぼすおそれがあるため。 

注）表中の「〇」は選定した項目を、「－」は非選定とした項目を示す。 
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表6.1.2(3)  環境影響評価の項目の選定・非選定理由 

項目 選定 
非選定 

選定する理由または選定しない理由 
環境要素の区分 影響要因の区分 

水
質 

水素イオン
濃度 

掘削・盛土等の土工 ○ 
工事の実施において、コンクリート工事に伴

い発生するアルカリ性排水が周辺環境に影響
を及ぼすおそれがあるため。 

水の汚れ（生
物化学的酸
素要求量等） 

汚水の排出 － 

場内で発生するプラント系排水（ごみピット
排水、洗車排水、プラットホーム洗浄水）につ
いては、排水処理を行ったのち場内で使用する
計画であり、公共用水域への排水は行わない。 
また、生活排水については合併処理浄化槽で

処理した後事業実施区域周辺の既存の排水路
へ放流、雨水については施設内で再利用すると
ともに、余剰分は一旦雨水流出抑制設備にて貯
留した後事業実施区域周辺の既存の排水路へ
放流する計画であり、排水先に対する本事業に
おける負荷量はわずかであり、本事業による影
響は小さいと考えられるため。 

水の濁り 掘削・盛土等の土工 ○ 
工事の実施において、掘削、盛土等の土工に

伴い降雨時に発生する水の濁り（浮遊物質量）
が周辺環境に影響を及ぼすおそれがあるため。 

富栄養化 汚水の排出 － 
水の汚れ（生物化学的酸素要求量等）の項目

と同様に、本事業による影響は小さいと考えら
れるため。 

有害物質等 汚水の排出 － 
水の汚れ（生物化学的酸素要求量等）の項目

と同様に、本事業による影響は小さいと考えら
れるため。 

地
形
及
び
地
質 

重要な地形
及び地質 

地形改変並びに施設
の存在 

－ 
事業実施区域内に重要な地形及び地質が存

在しないため。 

地
盤 
・ 
土
壌 

土壌環境 掘削・盛土等の土工 ○ 
工事の実施において、掘削工事に伴い発生す

る発生土が周辺環境に影響を及ぼすおそれが
あるため。 

地
下
水
の
状
況
及
び
地
下
水
質 

地下水の 
状況 

掘削・盛土等の土工 ○ 
工事の実施において、ごみピット等の掘削工

事に伴い、地下水位が影響を受けるおそれがあ
るため。 

地形改変並びに施設
の存在 

○ 
ごみピット等地下構造物の設置に伴い、地下

水位が影響を受けるおそれがあるため。 

地下水質 

掘削・盛土等の土工 ○ 
本事業実施以前に起因する現地土壌等の汚

染があった場合、地下水質が掘削工事の影響を
受けるおそれがあるため。 

地形改変並びに施設
の存在 

－ 

ごみピット等の地下構造物はごみ汚水が土
壌中へ浸透、流出しない構造とする計画であ
り、地下水質に影響を及ぼす要因はないと考え
られるため。 

日照阻害 
地形改変並びに施設
の存在 

○ 
施設の存在に伴い周辺環境が日照阻害の影

響を受けるおそれがあるため。 

注）表中の「〇」は選定した項目を、「－」は非選定とした項目を示す。 
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表 6.1.2(4)  環境影響評価の項目の選定・非選定理由 

項目 選定 
非選定 

選定する理由または選定しない理由 
環境要素の区分 影響要因の区分 

動
物 

重要な種及
び注目すべ
き生息地 

建設機械の稼働等 ○ 重要な種及び注目すべき生息地が、建設機械
の稼働、掘削・盛土等の土工及び地形改変並び
に施設の存在に伴い影響を受けるおそれがあ
るため。 

掘削・盛土等の土工 ○ 

地形改変並びに施設
の存在 

○ 

汚水の排出 － 

場内で発生するプラント系排水（ごみピット
排水、洗車排水、プラットホーム洗浄水）につ
いては、排水処理を行ったのち場内で使用する
計画であり、公共用水域への排水は行わない。 
また、生活排水については合併処理浄化槽で

処理した後事業実施区域周辺の既存の排水路
へ放流、雨水については施設内で再利用すると
ともに、余剰分は一旦雨水流出抑制設備にて貯
留した後事業実施区域周辺の既存の排水路へ
放流する計画であり、排水先に対する本事業に
おける負荷量はわずかであり、本事業による影
響は小さいと考えられるため。 

植
物 

重要な種及
び群落 

掘削・盛土等の土工 ○ 重要な種及び群落が、掘削・盛土等の土工及
び地形改変並びに施設の存在に伴い影響を受
けるおそれがあるため。 

地形改変並びに施設
の存在 

○ 

汚水の排出 － 
動物の項目と同様に、本事業による影響は小

さいと考えられるため。 

生
態
系 

地域を特徴
付ける生態
系 

建設機械の稼働等 ○ 地域を特徴付ける生態系が、建設機械の稼
働、掘削・盛土等の土工及び地形改変並びに施
設の存在に伴い影響を受けるおそれがあるた
め。 

掘削・盛土等の土工 ○ 

地形改変並びに施設
の存在 

○ 

汚水の排出 － 
動物の項目と同様に、本事業による影響は小

さいと考えられるため。 

景
観 

景観資源及
び主要な眺
望点並びに
主要な眺望
景観 

地形改変並びに施設
の存在 

○ 
地形改変並びに施設の存在に伴い景観資源

及び主要な眺望点並びに主要な眺望景観に影
響を及ぼすおそれがあるため。 

人
と
自
然
と
の
触
れ
合
い
の
活
動 

主要な人と
自然との触
れ合いの活
動の場 

資材等の搬入及び搬
出 

○ 
工事の実施において、資材等運搬車両等の走

行に伴い主要な人と自然との触れ合いの活動
の場に影響を及ぼすおそれがあるため。 

地形改変並びに施設
の存在 

○ 
地形改変並び施設の存在に伴い主要な人と

自然との触れ合いの活動の場に影響を及ぼす
おそれがあるため。 

廃棄物等の搬入及び
搬出 

○ 

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物運搬
車両等の走行に伴い主要な人と自然との触れ
合いの活動の場に影響を及ぼすおそれがある
ため。 

注）表中の「〇」は選定した項目を、「－」は非選定とした項目を示す。 
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表6.1.2(5)  環境影響評価の項目の選定・非選定理由 

項目 選定 
非選定 

選定する理由または選定しない理由 
環境要素の区分 影響要因の区分 

地域の歴史的文化的
特性を生かした環境
の状況 

資材等の搬入及び
搬出 

－ 
工事の実施において、資材等運搬車両等

の走行により影響を及ぼすような文化財等
が存在しないため。 

地形改変並びに施
設の存在 

－ 
地形改変並びに施設の存在により影響を

及ぼすような文化財等が存在しないため。 

廃
棄
物
等 

廃棄物 

ばい煙の排出 ○ 

ごみ処理施設の供用時において、集じん
装置によって捕集される排出ガス中の飛灰
（ばいじん）等、処理の過程で廃棄物が発
生するため。 

機械等の稼働 ○ 
ごみ処理施設の供用時において、ごみ処

理後の廃棄物（焼却灰等）が発生するため。 

汚水の排出 ○ 

ごみ処理施設の供用時において、施設の
稼働に伴い発生する汚水は排水処理施設で
適正に処理した上で再利用する計画である
が、処理の際に廃棄物（汚泥）が発生する
ため。 

残土その他の副
産物 

掘削・盛土等の土
工 

○ 
工事の実施において、掘削工事に伴う残

土、建設工事に伴う副産物が発生するため。 

温
室
効
果
ガ
ス
等 

温室効果ガス等 
（二酸化炭素等） 

資材等の搬入及び
搬出 

○ 
工事の実施において、資材等運搬車両等

の走行に伴うエネルギーの使用により二酸
化炭素等の温室効果ガスが発生するため。 

建設機械の稼働等 ○ 
工事の実施において、建設機械の稼働に

伴うエネルギーの使用により二酸化炭素等
の温室効果ガスが発生するため。 

ばい煙の排出 ○ 
ごみ処理施設の供用時において、ごみの

焼却に伴い二酸化炭素等の温室効果ガスが
発生するため。 

機械等の稼働 ○ 
ごみ処理施設の供用時において、施設の

稼働に伴うエネルギーの使用により二酸化
炭素等の温室効果ガスが発生するため。 

廃棄物等の搬入及
び搬出 

○ 

ごみ処理施設の供用時において、廃棄物
運搬車両等の走行に伴うエネルギーの使用
により二酸化炭素等の温室効果ガスが発生
するため。 

注）表中の「〇」は選定した項目を、「－」は非選定とした項目を示す。 
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6.2 環境影響評価項目ごとの予測評価の対象とした処理方式及び選定理由 

 

計画施設の処理方式についてはこれまで、「新ごみ処理施設整備検討委員会」や「ごみ処理方式

検討委員会」等により技術の成熟度、処理の安定性、事業の実現可能性（土地利用等）、環境保全

性などの観点からの検討結果を踏まえ、以下の３処理方式を候補としている。 

 〇ストーカ式焼却炉+灰の外部資源化 

 〇ガス化溶融炉・シャフト式 

 〇ガス化溶融炉・流動床式 

 

令和２年度より実施する民間事業者の選定は、令和元年度に組合にて作成した「基本設計」で

の策定事項を基本条件とし、上記３処理方式を対象に実施する予定であり、準備書公表段階にお

いて、処理方式は１つに決定しない。 

 

そのため、「第８章 環境影響の調査、予測及び評価」においては、「基本設計」の内容や、「基

本設計」において行ったプラントメーカーへのヒアリング（以下「メーカーヒアリング」という。）

結果、平成 30 年にごみ処理方式検討委員会にて行ったメーカーヒアリング結果注）等をもとに、

環境影響評価の項目ごとに環境への影響の大きい処理方式の諸元を用いることを基本として予

測・評価を行うこととする。 

 

環境影響評価の項目ごとの予測・評価の対象とする処理方式についての考え方と設定について

は次頁以降に示すとおりである。 

 

 

注）「基本設計」において行ったメーカーヒアリングとごみ処理方式検討委員会にて行ったメーカーヒアリング

では、排出ガスの自主規制値など、ヒアリングの前提条件が異なる。 
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6.2.1 全般に係る設定 

6.2.1.1 工事計画 

建築物の形状を各処理方式を包含するものとすることや、設備機器の構成はいずれの処理方式

でも焼却炉本体以外は基本的に同様であること、また、基本的な工事種類（造成工事、土木建築

工事、プラント設備工事等）は処理方式によらないことから、工事工程等は、処理方式によって

変わらないと考えられる。したがって、予測の条件となる掘削・盛土等の土工の区域、工事用車

両台数、建設機械の種類及び台数は、処理方式によらず同様とする。 

このため、工事の実施に係る影響の予測・評価については、特定の処理方式を対象とせず、各

処理方式共通とする。 

なお、造成計画（掘削・盛土等の土工の区域）については、メーカーヒアリング結果のうち、

造成工事の規模が最大となる T.P.32ｍとし、工事工程はメーカーヒアリングを基本に整理する。 

 

6.2.1.2 建築物の形状及び配置 

建築物の形状については、各処理方式を包含する形状とし、「基本設計」で作成した施設配置図

を基本とする。なお、建築物の形状及び配置の設定にあたっては、事業実施区域周辺の土地利用

や河川保全区域の規制等の要因も考慮した。 

また、造成計画を T.P.32ｍとすることから、煙突高さは 52.6ｍとする。算出手順は、以下のと

おりである。 

航空法に係る制限高さ＝45ｍ（水平表面の制限高さ）＋39.6ｍ（飛行場標点の標高） 

            ＝84.6ｍ 

設置可能な煙突高さ＝84.6ｍ（航空法に係る制限高さ）－32ｍ（事業実施区域の標高） 

            ＝52.6ｍ 

 

なお、建築物の外観、色調は処理方式によって変わることはない。 

 

 

6.2.1.3 廃棄物運搬車両等 

廃棄物運搬車両等の台数は基本的に搬入する廃棄物の量によって決定することから、予測の条

件となる廃棄物運搬車両等の台数は各処理方式で同様となる。 

このため、廃棄物等の搬入及び搬出による影響の予測・評価については、特定の処理方式を対

象とせず、各処理方式共通とする。 

 

6.2.2 環境影響評価項目ごとの設定 

6.2.2.1 大気質（ばい煙の排出） 

ばい煙の排出による影響の予測・評価については、排出ガス量（湿り、乾き）、排出ガス温度、

酸素濃度等の違いにより拡散の状況が変わることから、メーカーヒアリング結果をもとに大気汚

染物質の排出量を試算し、汚染物質量が最大となる処理方式の諸元で行うこととする。 

なお、排出ガス濃度は、いずれの処理方式を採用した場合でも遵守する値である公害防止基準

値（自主規制値）を用いるものとし、処理方式による違いはない。 

排出ガスの諸元比較は表 6.2.1 に、各諸元に基づき算出した汚染物質量の比較は表 6.2.2 に示

すとおりである。比較結果より、予測・評価にあたっては排出する汚染物質の量が最大となる D

社の諸元を用いることとする。 
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表6.2.1 排出ガス諸元の比較 

項 目 A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 

湿り排出ガス量（ｍ3
N/時） 18,223 18,800 19,900 23,300 23,900 

乾き排出ガス量（ｍ3
N/時） 13,862 14,060 15,550 18,320 19,800 

酸素濃度（％） 4.84 5.16 5.9 7.1 9.6 

排出ガス温度（℃） 168 140 157 189 160 

煙突高さ（ｍ） 52.6ｍ 

排
出
ガ
ス
濃
度
注
） 

硫黄酸化物 10ppm以下 

窒素酸化物 25ppm以下 

塩化水素 10ppm以下 

ばいじん 0.01g/m3
N以下 

水銀 30㎍/m3
N以下 

ダイオキシン類 0.01ng-TEQ/m3
N以下 

注）自主規制値。酸素濃度 12％換算の値。 

 

表6.2.2 汚染物質量の比較（１炉あたり） 

項目 単位 A 社 B 社 C 社 D 社 E 社 

硫黄酸化物排出量 ｍ3
N/h 0.2489 0.2475 0.2609 0.2829 0.2508 

窒素酸化物排出量 ｍ3
N/h 0.6222 0.6186 0.6522 0.7074 0.6270 

塩化水素排出量 ｍ3
N/h 0.2489 0.2475 0.2609 0.2829 0.2508 

ばいじん排出量 kg/h 0.2489 0.2475 0.2609 0.2829 0.2508 

水銀排出量 g/h 0.7467 0.7424 0.7827 0.8488 0.7524 

ダイオキシン類排出量 ㎍/h 0.2489 0.2475 0.2609 0.2829 0.2508 

 

 

6.2.2.2 騒音、振動（機械等の稼働） 

機械等の稼働による影響の予測・評価ついて、敷地境界における騒音の予測結果は、どの処理

方式においても共通となる蒸気復水器や破砕機、蒸気タービンなどの騒音レベルの大きい機器の

諸元や配置、防音処理の内容等により左右されることから、特定の処理方式を対象とせず、各処

理方式共通とする。 

諸元は、各処理方式共通となる騒音発生機器を抽出し、機器ごとにメーカーヒアリングの中で

最大となる騒音レベルを設定する。なお、各処理方式を包含できるよう、設定した諸元の合成騒

音レベルとメーカーヒアリング結果の合成騒音レベルを比較し、同等以上であることを確認する。 

抽出した機器の配置は、「基本設計」での検討内容をもとに設定する。なお、防音処理の内容に

ついてはごみ処理施設において一般的に実施する内容を基本とする。 

また、振動についても騒音と同様の方法により諸元を設定する。 

メーカーヒアリング結果等をもとに設定した各設備機器等の諸元及び合成騒音・振動レベルの

算定結果は、表 6.2.3(1)、(2)に示すとおりである。 
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表 6.2.3(1) 設定した設備機器の諸元及び合成騒音レベル 

区

分 
No. 機器名 台数 

騒音 

レベル注１） 

（デシベル） 

設置場所 

階数 部屋 
吸音 

処理注２） 

可
燃
ご
み
処
理
施
設 

1 誘引送風機 2 101 1 誘引送風機室 〇 

2 機器冷却水揚水ポンプ 2 90 1 

灰処理設備室  

3 プラント用水給水ポンプ 2 83 1 

4 脱気器給水ポンプ 2 95 1 

5 ボイラ給水ポンプ 2 95 1 

6 駆動用油圧装置 1 106 1 

7 計装用空気圧縮機 2 90 1 

排ガス処理設備補機室  8 雑用空気圧縮機 2 110 1 

9 排ガス再循環送風機 2 105 1 

10 蒸気タービン 1 110 2 蒸気タービン発電機室 〇 

11 可燃性粗大ごみ破砕機 1 115 2 プラットホーム  

12 灰クレーン 1 95 2 灰ピット上部  

13 押込送風機 2 96 3 
押込送風機室 〇 

14 二次送風機 2 107 3 

15 蒸気復水器 5 99 4 蒸気復水器室(屋外） 〇 

16 脱臭用送風機 1 96 4 送風機室 1 〇 

17 環境集じん機送風機 1 90 4 送風機室 2  

18 機器冷却水冷却塔 1 80 5 
機器冷却水機塔置場

（屋外） 
 

19 ごみクレーン 2 100 5 ごみピット上部  

粗
大
ご
み
処
理
施
設 

20 低速回転破砕機 1 98 1 
破砕機室 〇 

21 高速回転破砕機 1 110 1 

22 風力選別機 1 102 1 機械選別室  

23 排風機 1 101 1 
換気機械室  

24 雑用空気圧縮機 2 85 1 

25 
不燃残渣・可燃残渣分離

装置 
1 95 2 

機械選別室  

26 アルミ選別機 1 94 2 

27 磁力選別機 1 100 3 機械選別室  

合成騒音レベル － 120.7 － － － 

注１）騒音レベルは機器１台当たりの機側１ｍの値である。なお、騒音レベルはメーカーヒアリングをもとに設

定した。 

注２）吸音処理の内容は、各部屋ともグラスウール 50 ㎜とする。 
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表6.2.3(2) 設定した設備機器の諸元及び合成振動レベル 

区分 No. 機器名 台数 
振動 

レベル注） 

設置場所 

階数 部屋 

可燃

ごみ

処理

施設 

1 誘引送風機 2 70 1 誘引送風機室 

2 機器冷却水揚水ポンプ 2 55 1 灰処理設備室 

3 脱気器給水ポンプ 2 60 1 灰処理設備室 

4 ボイラ給水ポンプ 2 70 1 灰処理設備室 

5 計装用空気圧縮機 2 60 1 排ガス処理設備補機室 

6 雑用空気圧縮機 2 60 1 排ガス処理設備補機室 

7 蒸気タービン 1 75 2 蒸気タービン発電機室 

8 可燃性粗大ごみ破砕機 1 70 2 プラットホーム 

9 押込送風機 2 70 3 押込送風機室 

10 蒸気復水器 5 78 4 蒸気復水器室(屋外） 

11 脱臭用送風機 1 65 4 送風機室 1 

粗大

ごみ

処理

施設 

12 低速回転破砕機 1 70 1 破砕機室 

13 高速回転破砕機 1 70 1 破砕機室 

合成振動レベル － 84.1 － － 

注）振動レベルは機器１台当たりの機側１ｍの値である。なお、振動レベルはメーカーヒアリングをもとに設定

した。 

 

 

6.2.2.3 悪臭（施設の供用） 

施設の供用による悪臭の予測・評価については、いずれの処理方式についても同様の悪臭防止

対策を講じることから、特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通とする。 

 

6.2.2.4 地下水の状況、地盤・土壌、日照阻害、動物、植物、生態系、景観（施設の存在） 

施設の存在による影響の予測・評価については、各処理方式を包含する建築物を設定すること

から、特定の処理方式を対象とせず、各処理方式共通とする。 

 

6.2.2.5 廃棄物等（施設の供用） 

施設の供用による廃棄物の予測・評価については、処理方式によって発生する廃棄物の種類が

異なり、発生量により一概に比較することができないことから、処理方式ごとに行うものとし、

メーカーヒアリング結果をもとに記載する。 

 

6.2.2.6 温室効果ガス等（施設の供用） 

施設の供用による温室効果ガスの予測・評価については、処理方式によって温室効果ガスの要

因となる電力の消費量や燃料等の種類や消費量が異なるため、処理方式ごとに行うものとする。 

なお、ばい煙の排出による温室効果ガスについては、予測の条件となる廃棄物の質、焼却量は

いずれの処理方式についても同様であることから、処理方式による違いはない。 
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6.2.3 予測評価の対象とした処理方式 

「6.2.1 全般に係る設定」及び「6.2.2 環境影響評価項目ごとの設定」を踏まえて、環境影

響評価の項目ごとの予測・評価の対象とした処理方式及び選定理由については、表 6.2.4(1)～(3)

に示すとおりである。 

 

表6.2.4(1) 環境影響評価の項目ごとの予測評価の対象とした処理方式及び選定理由 

区分 
 
 
 
 
 
 
 
環境要素、影響要因の区分 

処理方式 

選定理由 

ス
ト
ー
カ
式
焼
却
炉 

ガ
ス
化
溶
融
炉
・
シ
ャ
フ
ト
式 

ガ
ス
化
溶
融
炉
・
流
動
床
式 

大気質 

工事の実施 

資材等の搬入及び搬出 

○ 
処理方式によって工事工程等は変わ
らないことから、特定の処理方式を対
象としない。 

建設機械の稼働等 

掘削・盛土等の土工 

施設の供用 

ばい煙の排出 ◯   
大気汚染物質の排出量試算結果が最
大となる諸元とする。 

廃棄物等の搬入及び搬出 ○ 

廃棄物運搬車両台数は、搬入する廃棄
物の量によって決定するため、いずれ
の処理方式でも同様となることから、
特定の処理方式を対象としない。 

騒音及び 
超低周波音注） 
振動 

工事の実施 

資材等の搬入及び搬出 

○ 
処理方式によって工事工程等は変わ
らないことから、特定の処理方式を対
象としない。 

建設機械の稼働等 

掘削・盛土等の土工 

施設の供用 

機械等の稼働 ◯ 
処理方式による大きな差はないと考
えられることから、特定の処理方式を
対象としない。 

廃棄物等の搬入及び搬出 ○ 

廃棄物運搬車両台数は、搬入する廃棄
物の量によって決定するため、いずれ
の処理方式でも同様となることから、
特定の処理方式を対象としない。 

悪臭 施設の供用 施設からの悪臭の漏洩 ○ 
いずれの処理方式についても同様の
悪臭防止対策を講じることから、特定
の処理方式を対象としない。 

水質 工事の実施 掘削・盛土等の土工 ○ 
処理方式によって工事工程等は変わ
らないことから、特定の処理方式を対
象としない。 

地盤・土壌 工事の実施 掘削・盛土等の土工 ○ 
処理方式によって工事工程等は変わ
らないことから、特定の処理方式を対
象としない。 

注）超低周波音は機械等の稼働のみ対象。 
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表6.2.4(2) 環境影響評価の項目ごとの予測評価の対象とした処理方式及び選定理由 

区分 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境要素、影響要因の区分 

処理方式 

選定理由 

ス
ト
ー
カ
式
焼
却
炉 

ガ
ス
化
溶
融
炉
・
シ
ャ
フ
ト
式 

ガ
ス
化
溶
融
炉
・
流
動
床
式 

地下水の状況 

工事の実施 掘削・盛土等の土工 ○ 
処理方式によって工事工程等は変わ
らないことから、特定の処理方式を対
象としない。 

施設の存在 地形改変並びに施設の存在 ○ 
各処理方式を包含する建築物を設定
することから、特定の処理方式を対象
としない。 

地下水質 工事の実施 掘削・盛土等の土工 ○ 
処理方式によって工事工程等は変わ
らないことから、特定の処理方式を対
象としない。 

日照阻害 施設の存在 地形改変並びに施設の存在 ○ 
各処理方式を包含する建築物を設定
することから、特定の処理方式を対象
としない。 

動物 

工事の実施 

建設機械の稼働等 ○ 処理方式によって工事工程等は変わ
らないことから、特定の処理方式を対
象としない。 掘削・盛土等の土工 ○ 

施設の存在 地形改変並びに施設の存在 ○ 
各処理方式を包含する建築物を設定
することから、特定の処理方式を対象
としない。 

植物 

工事の実施 掘削・盛土等の土工 ○ 
処理方式によって工事工程等は変わ
らないことから、特定の処理方式を対
象としない。 

施設の存在 地形改変並びに施設の存在 ○ 
各処理方式を包含する建築物を設定
することから、特定の処理方式を対象
としない。 

生態系 

工事の実施 

建設機械の稼働等 ○ 処理方式によって工事工程等は変わ
らないことから、特定の処理方式を対
象としない。 掘削・盛土等の土工 ○ 

施設の存在 地形改変並びに施設の存在 ○ 
各処理方式を包含する建築物を設定
することから、特定の処理方式を対象
としない。 

景観 施設の存在 地形改変並びに施設の存在 ○ 

建築物の外観、色調は処理方式によっ
て変わらないこと、各処理方式を包含
する建築物を設定することから、特定
の処理方式を対象としない。 
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表6.2.4(3) 環境影響評価の項目ごとの予測評価の対象とした処理方式及び選定理由 

区分 
 
 
 
 
 
 
 
 
環境要素、影響要因の区分 

処理方式 

選定理由 

ス
ト
ー
カ
式
焼
却
炉 

ガ
ス
化
溶
融
炉
・
シ
ャ
フ
ト
式 

ガ
ス
化
溶
融
炉
・
流
動
床
式 

人と自然との
触れ合いの活
動の場 

工事の実施 資材等の搬入及び搬出 ○ 
処理方式によって工事工程等は変わ
らないことから、特定の処理方式を対
象としない。 

施設の存在 

地形改変並びに施設の存在 ○ 

建築物の外観、色調は処理方式によっ
て変わらないこと、各処理方式を包含
する建築物を設定することから、特定
の処理方式を対象としない。 

廃棄物等の搬入及び搬出 ○ 

廃棄物運搬車両台数は、搬入する廃棄
物の量によって決定するため、いずれ
の処理方式でも同様となることから、
特定の処理方式を対象としない。 

廃棄物等 

工事の実施 掘削・盛土等の土工 ○ 
処理方式によって工事工程等は変わ
らないことから、特定の処理方式を対
象としない。 

施設の供用 

ばい煙の排出 ○ ○ ○ 

処理方式によって廃棄物の種類及び
量は異なるため、処理方式ごととす
る。 

機械等の稼働 ○ ○ ○ 

汚水の排出 ○ ○ ○ 

温室効果 
ガス等 

工事の実施 
資材等の搬入及び搬出 ○ 処理方式によって工事工程等は変わ

らないことから、特定の処理方式を対
象としない。 建設機械の稼働等 ○ 

施設の供用 

ばい煙の排出 ○ 
処理する廃棄物の質、量はいずれの処
理方式でも同様であることから、特定
の処理方式を対象としない。 

機械等の稼働 ○ ○ ○ 
処理方式によって温室効果ガスの要
因は異なるため、処理方式ごととす
る。 

廃棄物等の搬入及び搬出 ○ 

廃棄物運搬車両台数は、搬入する廃棄
物の量によって決定するため、いずれ
の処理方式でも同様となることから、
特定の処理方式を対象としない。 
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6.3 事業実施区域周辺において計画が進められている事業 

事業実施区域周辺において現在計画が進められている事業として、表 6.3.1 に示す３事業があ

る。各事業の位置は、図 6.3.1 に示すとおりである。 

このうち、①については令和９年度中の供用開始を予定しており、新愛岐大橋（仮称）供用開

始後となる令和 12年度の交通量推計を行っているが、工事についての詳細な時期や工程は未定で

ある。 

また、②及び③は江南市が事業者となるが、②は緊急時の防災拠点となることは決定している

ものの、具体的な工事の実施時期や工事の内容、供用後の利用方法については、いずれの計画も

現段階では未定である。 

 

表 6.3.1 現在計画されているその他の事業 

事業 事業実施者 利用方法 供用開始 

①新愛岐大橋（仮称） 愛知県、岐阜県 道路 令和９年度中予定 

②事業実施区域東側エリア 
江南市 

（国土交通省）注） 

未定 

（緊急時の防災

拠点となる） 

未定 

③事業実施区域西側エリア 江南市 未定 未定 

注）国土交通省の事業として緊急時の防災拠点を整備するが、緊急時以外の利用は江南市が管理を行う。 

 

 

以上を踏まえ、現段階で予測諸元の設定が可能な①新愛岐大橋（仮称）建設事業の供用時につ

いては、現地調査結果に基づく予測とともに、参考として本事業の供用時における車両走行に関

する予測（大気質、騒音、振動、人と自然との触れ合いの活動の場）を行うこととする。注） 

また、②や③の事業については、詳細な計画等が未定であるものの、可能な範囲で予測（動物、

植物、生態系、景観）に含めることとする。 

また、各事業実施者と随時計画の進捗状況等を共有し、必要に応じて適切な対策を検討する。 

 

 

注）予測にあたっては、愛知県一宮建設事務所が推計した新愛岐大橋（仮称）供用後の一般交通量（令和 12 年

度）（以下「推計値」という。）を用いた。 
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この地図は、国土地理院発行の 1：25,000 地形図「犬山」「岐阜」を使用したものである。 

凡  例 

事業実施区域 

県境 
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図 6.3.1 現在計画されているその他の事業の位置 

②事業実施区域東側エリア 

①新愛岐大橋（仮称） 

③事業実施区域西側エリア 


